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第 1 目標の期照

毘擦の期間は、平成 18年度から 22年度までの 5年間とする。

第2 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する率

重
1.環境研究に関する業務

(1)灘境研究の戦略的な推進

① 我が国における環境研究の中核的機関として、窟民の安全・安心への婆

求や国際社会への貢献に対する環境政策の着実な実施を科学的側聞から

支援するための調査・研究に継続的かつ機動的に取り組むため、学際的か

っ総合的で震の高い環境研究を進め、自ら主体的に関与することが求めら

れる環境研究を選択し、重点的に取り組む。具体的には、環境基本計画、

科学技術基本計岡、「環境研究・技術開発の推進戦略についてj (平成 18 

年3月、中央環境審議会答申)等が推進を求めている分野及び環境省等の

環境政策において求められている分野を踏まえ、持続可能な社会の実現を

呂指して、上述のように、特に推進すべき 4つのプログラムを選択し、資

源を重点的に配分する。

② 予防的・予見的な読点から環境研究に取り組むことにより、新たに発生

する重大な環境問題に対し、原因究明、対策立案等において科学的観点か

ら迅速に貢献できるよう、先導的・基盤的研究について園内最上位の水準

を保つよう努める。

③ 高い研究の質を確保し、創造的な研究活動を展開するためには、あらゆ

る局閣で競争原理が働き、偲人及び研究グループの能力が最大限に発揮さ

れるシステムを構築することが有効である。このため引き続き所内におい

て切礎琢磨して研究を実織する環境の醸成に努める。具体的には、競争的

な外部研究資金を積極的に確保するほか、所内においても、所内公募と評

価に基づき運営される所内公募研究制度を引き続き実施するなど、意欲及

び能力を向上させる研究環境を充実する。

④ 国潔研のリーダーシップにより、内外の環境分野の研究機関との連携・

協力を推進する。歯肉においては、他の研究機関(独立行政法人、大学、

地方自治体環境研究機関、民凋企業等)との共問研究を遥じて環境研究全

体のレベルアップを図る。また、環境問題には国墳がなく、その解決のた

めには国際的な取組が不可欠となることから、海外の研究者、研究機関及

び国際研究プログラムとの積極的な連携を推進するとともに、国際的な環

境問題に対応するための研究活動の国際化、環境技術の国際交流などに取

り組む。第2期中期目標期間においては、研究協力協定等に基づく国際共

同研究等の多様性を高め、第 1殿中期目標期間に比べて実施数を増加させ

ることとする。



第 1 毘民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する目標

を達成するためとるべき措置

1.環境研究に僚する業務

( 1 )環境研究の戦略的な推進

我が固における濠境研究の中核的機関として、持続可能な社会の実現を

白指し、学際的かつ総合的で質の高い環境研究を進め、環境政策への貢献を

図るため、以下のように環境研究を戦略的に推進する。

① 国民の安全・安心への要求や国際社会への貢献に対する環境政策の

着実な実施を科学的側面から支援するための調査・研究に継続的かっ

機動的に取り組むため、学際的かつ総合的で賓の高い環境研究を進め、

自ら主体的に関与することが求められる環境研究を選択し、重点的に

取り組む。具体的には、環境基本計画、科学技術基本計画、「環境研究・

技術開発の推進戦略についてJ(平成 18年3月、中央環境審議会答申)

等が推進を求めている分野及び環境省等の環境政策において求められ

ている分野を踏まえ、持続可能な社会の実現を目指して、特に推進す

べき 4つのプログラムを選択し、資源を重点的に配分する。

② 予防的・予見的な観点から濠境研究に取り組むことにより、新たに

発生するE重大な環境問題に対し、原因究明、対策立案等において科学

的観点から迅速に貢献できるよう、先導的面基盤的研究について国内

最上位の水準を保つよう努める。

③高い研究の質を確保し、創造的な研究活動を展開するためには、あ

らゆる局面で競争原理が働き、個人及び研究グループの能力が最大限

に発揮されるシステムを構築することが有効である。このため引き続

き所内において切礎琢磨して研究を実施する環境の醸成に努める。具

体的には、競争的な外部研究資金を積極的に確保するほか、間環研内

においても、所内公募と評価に基づき運営される所内公募研究制度を

引き続き実施するなど、意欲及び能力を向上させる研究環境を充実す

る。

④ 国環研のリーダーシップにより、内外の環境分野の研究機関との連

携・協力を推進する。国内においては、他の研究機関(独立行政法人、

大学、地方自治体環境研究機関、民間企業等)との共同研究を遥じて

環境研究全体のレベルアップを図る。また、環境問題には冨境がなく、

その解決のためには国際的な取組が不可欠となることから、海外の研

究者、研究機関及び国際研究プログラムとの積極的な連携を推進する

とともに、国際的な環境問題に対応するための研究活動の国際化、環

境技術の国際交流等に取り組む。特に我が聞と密接な関係にあるアジ

ア地域等において、閤環研が中心となって環境研究の国際的な連携を

確保する。具体的には、以下の取組を進める。
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-海外の研究機関との研究を円滑に進める観点から、研究協力協定等

に基づく国際共同研究等を推進することとし、第2期中期目標期間

終了年度末の協定数を、第 1期中期目標期間終了年度末の協定数か

ら、 1. 5倍に増加させる。

-海外からの研究者・研修生の受入数について、第 2期中期目標期間

中の合計数を、第 1期中期目標期間中の合計数から増加させる。

・国際機関・国際研究プログラムに積極的に参画し、国際的な環境研

究の推進に賞献する。

5年間の業務実績

( 1 )平成 18年4月に「独立行政法入国立環境研究所憲章Jを制定し、自ら

の理念、行動浬念を明確にした。この憲章の下、我が固における環境研究

の中核的機関として持続可能な社会の実現を毘指し、学際的かつ総合的で

質の高い環境研究を進め、環境政策への貢献を図るため、環境研究を戦略

的に推進する体制を構築した。

具体的には、全地球的な環境の健全性を確保し、持続可能な社会を構築

するため、 10年先に在るべき環境や社会の姿及び課題を見越して、環境

政策に資するため、国環研が集中的・融合的に取締むべき研究課題として

4つの重点研究プログラムを設定し、資源を霊点的に配分した。

また、長期的な視点に立って先見的な環境研究に取組むとともに、新た

に発生する重大な環境問題、長期的・予妨的に対応すべき環境問題に対応

するため、 8つの基接的な調査，研究分野において、研究を推進し、題E震研

内外の様々な研究の効率的な実施及び研究ネットワークの形成に資するた

め、知的研究基盤の整備を行った。なお、基盤的な調査・研究分野につい

ては、研究の水準を保つため、外部研究評価において研究の質を評価軸と

した評価を行い、高い評価結果を得た。

(2 )外部の競争的資金を積極的に確保して環境技術研究を推進したほか、所

内公募研究制度を活用して先導的な研究の発掘・育成、競争的な環境下で

の基盤的研究を推進するなど、切議琢磨して研究を実施する環境の醸成等

に努めた。

(3 )さらに、圏内外の環境研究機関等との連携・協力を推進した。雷内にお

いては、企業、国立研究所・独立行政法人、地方環境研究所、大学等との照
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で共同研究契約及び協力協定等を締結し、のべ 184件の共同研究を実施し

たほか、企業等からの受託研究、研究奨励寄付金を受けるなどの連携強化を

図った。人的交流としては、研究者が大学の客員教員・非常勤教員となるほ

か、大学から客員研究員や研究生の受入等を行った。また、環境関係の国立

研究所・独立行政法人の連絡調整・情報交換の場として「環境研究機関連絡

会jが設置されており、環境研究シンポジウムを共催するなど情報交換・発

信に努めた。

海外においては、二国潤の環境保護協力協定及び科学技術協力協定の枠

組み等のもとで研究機関との遥携を進め、国際共同研究を実施した。第 1

期中期日標期間終了年度末の協定数は、海外の機関との間で締結した文警

に基づく共i司研究等を含め 48件であったのに対し、第 2期中期目標期間

終了年度末の協定数は同 79件となり、目標を達成した。この他、 21年1

月に打ち上げられた混室効果ガス観測技術衛皇「いぶきJ(GOSAT)の

データの校正、検証などのデータ質評価と、データ利用研究の促進を巨的

として行われた研究公募に係る共同研究協定は、平成22年度末で 22カ

国74件となっている。 海外からの研究者・研修生の受入については、

第 1期中期目標期間中の合計数 1. 965名に対し、第2期中期目様期間

中の合計数は 2. 281名となり、目標を達成した。窟務的な事務局活動

として、 UNEP、 1P C C (気候変動に関する政府間パネル)、 OECD

等の国際機関の活動やGEOSS(全地球観測システム)1 0年実施計画等

の国際研究プログラムに積極的に参画するとともに、 AsiaFluxネットワー

ク、 G1 0 (温実効果ガスインベントリオフィス)、 GCP(グローパルカー

ボンプロジェクト 1 6年4汚から)に関する活動等の取絡を進めた。韓国

国立潔境科学説及び中国環境科学研究院とともに、 3研究機関の機関長が

協力して北東アジア地域の環境研究の推進を図ることとしており、毎年三

力罰環境研究機関長会合 (TPM)を持ち回りで開催している。

皇旦豊盟
研究業務の個々の成果概要については次項以降に詳述するが、第 2期中期

目標期間においては、 10年先に夜るべき潔壌や社会の姿及び課題を見越し

て集中的・融合的に取り組むべき課題に重点化して資源配分することで、国

民の安全・安心への要求や習際社会への賞献に対する環境政策の着実な実施

を科学的側函から支援するための調査・研究に継続的かつ機動的に取り紐む

ことができた。

また、競争的な外部研究資金の確保に積極的努めたほか、所内公募研究部
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度を継続するなど、競争原理を活用することにより、高い研究の質を確保し、

創造的な研究活動を展開することができた。

さらに、共同研究等を逮じて国内外の環境研究機関等との連携・協力を推

進し、環境研究全体のレベルアップに資することができた。なお、海外との

研究連携については、思際研究協力協定数及び海外研究者・研究生受入数の

いずれも弓標を達成するするとともに、国際的なプログラムへの参画、ネッ

トワ…クのフォーカルポイン卜を担うなど、中核的研究機関として一定の役

割を果たせたものと考えている。

第3期中期目標期間においても、第2期中期目標期間における成果を踏ま

え、国内外の連携強化を…層前進させるとともに、基礎研究から課題対応裂

研究まで一体的に、分野関連携を図りつつ、戦略的な環境研究の推進を図っ

ていく。
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(2)研究の構成

第2期中期目標期間中に取り組むべき研究の構成は次のとおりとする。

① 重点研究プログラム

1 0年先の在るべき環境や社会の姿及び課題を見越して、環境政策立案

に資するため、国環研が集中的・融合的に取り組むべき研究課題として、

以下の4つの重点研究プログラムを設定する。各プログラムは別表に掲げ

る中核研究プロジェクトを中心に重点的に予算と研究者の配分を行い、そ

れぞれの方向性、到達目標の達成を図る。

② 基態的な調査・研究活動

長期的な視点に立って、先見的な環境研究に取り組むとともに、新たに

発生する重大な環境問題及び長期的、予見的・予防的に対応すべき環境問

題に対応するため、環境研究の基盤となる研究及び国環研の研究能力の向

上を図るための基盤的な調査・研究、創造的・先導的な研究及び手法開発

(以下、「基盤的な調査・研究Jという。)を充実させる。具体的には、安

全 z 安心・快適な社会環境の創造、化学分析の高度化、環境ストレスの健

康影響評価とその手法、都市域から地球規模に至る大気環境の管理、流域

圏の環境管理、生態系と生物多様性の保全・管理、地球環境の監視・観測手

法及び資源循環・廃棄物対策に関する研究について、基盤的な調査・研究

を環境政策との関連安明確にしながら推進する。

③ 知的研究基盤の整備

園環研内外の様々な研究の効率的な実施及び研究ネットワークの形成

に資するため、地球環境の戦略的なモニタリングとデータベース構築、資

源循環・廃棄物管理、環境リスクに関するデータベース等の作成、環境標

準試料等の作製、環境試料の長期保存(スペシメンバンキング)、絶滅の

危機に瀕する野生生物種の級胞・遺伝子の保存等により知的研究基盤の整

備を行う。これらの知的研究基盤については、可能な範屈で、研究所内外

の関係機関を始めとして、広く一般の利用に供する。さらに、我が国にお

ける環境測定等に関する標準機関(レファレンス・ラボラトリー)として

の機能を強化する。

具体的には、第2期中期目標期間中に、環境微生物 2000株(現在 1

600株)の保存、絶滅の危機に瀕する野生生物 220種の体細胞、生殖

細胞及び遺伝子の保存、絶滅の危機に瀕する水生植物30系統の保存を実

施するとともに、 3種類以上の環境試料の長期保存を新たに濁始すること

を自指す。地球環境のモニタリングに関しては、第2期中期目襟期間中に

衛星による温室効果ガス・モニタリングデータの関係機関への提供梼始を

目指す。
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(2 )研究の構成

中期目標の考え方を踏まえつつ、以下の研究より構成する。

① 重点研究プログラム

全地球約な環境の健全性を確保し、持続可能な社会を構築するために、

1 0年先に在るべき環境や社会の姿及び課題を見越して、環境政策に資

するため、閤環研が集中的・融合的に取り組むべき研究課題として、以

下の 4つの重点研究プログラムを設定する。各プログラムは、中核研究

プロジェクトを中心に重点的に予算と研究者の配分を行い、別表 1のと

おり設定した中核研究プロジェクトの方向性、到達目標の達成を図る。

これらのほか、重点研究プログラムと関連する関連研究プロジェクト(別

表 2)及び重点研究プログラムにおけるその他の活動(別表 3)を実施す

る。

② 基盤的な調査・研究活動

長織的な視点に立って、先見的な環境研究に取り組むとともに、新た

に発生する重大な環境問題及び長期的、予見的・予防的に対応すべき環

境問題に対応するため、環境研究の基盤となる研究及び菌環研の研究能

力の向上を図るため、以下の基盤的な調査・研究、創造的・先導的な研

究及び手法開発(以下、「基接的な調査・研究」という。主な調査・研究

活動は見1]表4を参照。)を推進する。

③ 知的研究基盤の整備

国環研内外の様々な研究の効率的な実施及び研究ネットワークの形成

に資するため、以下のような知的研究基盤の整備(別表 5)を行う。これ

らの知的研究基盤については、可能な範囲で、園環研内外の関係機関を

始めとして、広く一般の利用に供する。また、地球環境のモニタリング

に関しては、第2期期間中に衛星による混室効果ガス・モニタリングデ

ータの関係機関への提供開始を目指す。

5年間の業務実績

重点研究プログラム、基盤的な調査・研究活動、知的研究基盤の整備の各諜

題については、中期計画で示された研究の方法に沿って、それぞれ実施した。

各研究成果の概要については、資料 1~3 のとおりである。

23年3月に開催された外部研究評価委員会での第 2期中期目標期間 (18 

~22年度)の事後評価は、以下のとおり 5 点満点で、平均評点が 4. 1 ~4. 

7点であり、高い評価が得られたと考えている。
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評価
5 4 3 2 1 平均点

人数

地球温暖化研究プログラム 8 1 1 。 。 。 1 9 4. 4 

循環型社会研究プログラム 1 2 7 。 。 。 1 9 4. 6 

環境リスク研究プログラム 4 1 4 1 。 。 1 9 4. 2 

アジア自然共生研究プログ
8 1 0 1 

ラム
。 。 1 9 4. 4 

基盤的な調査・研究活動(全
5 1 4 。 。 。 1 9 4. 3 

研究分野一括)

スペシメンバンキング、レ

ファレンスラボ、縮施・遥 2 1 7 。 。 。 1 9 4 1 

伝子保存

地球環境モニタリング等 1 3 6 。 。 。 1 9 4. 7 

車呈宣盟

中期計画で示された研究の方向に沿って、中期計画で示された到達目標を着

実に達成し、質の高い研究成果を得ることができたと考えている。

外部研究評価の結果も全体として高い評価を得ており、中期計画で示された

到達目標を着実に達成し、質の高い成果を得ることができたと考えている。
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(3)研究の評価

研究成果を適切に評価することは、国民に対する説明責任を果たすためだ

けでなく、研究の重点的・効率的な推進及び質の向上、研究者の意欲の向上、

環境政策への的確な貢献等を図る上で極めて重要である。また、評価結果を

適切に予算、人材等の配分にフィードパックすることにより、研究を更に重

点的・効率的に行うことにつなげるという好循獲を生起させる。このため、

研究所内の評価のほか、外部専門家を評価者として選任し、評価方法を

定めた実施要領に基づいて適正に外部研究評価を実施し、その結巣を公表

する。

評価結果を、研究資源の配分等業務運営に的確に反政させる。

個別の研究課題の評価は、研究の直接の結果(アウトプット)とともに、

国内外の環境政策への反映、環境研究への科学的貢献等、得るべき成果(ア

ウトカム)についても評価する。

評価の方法に関しては、①科学的、学術的な観点、②環境部題の解明・

解決への貢献度、③環境行政や国際的な貢献度等の観点から、合理的な指

標を定め、各業務を総合的に評価する方法を設定する。また、基盤的な調

査・研究においても、上記の観点から、国環研の役割を明憶にして、客観

性のある方法で評価を行い、結果を公表する。

(3 )研究成果の評価・反映

研究課題について、研究評価を実施するための要領を作成し、これに基

づき園環研内及び外部専門家による評価を行い、その結果を研究活動に適

切にフィードパックする。

具体的には、以下のとおり研究評価を実施する。

国環研肉の評価のほか、外部専門家を評価者として選任し、評価方

法を定めた実施要領に基づいて適正に外部研究評価を実施し、その結

果を公表する。

評価結果を、研究資源の配分等業務運営に的確に反映させる。

個別の研究課題の評価は、研究の直接の結果(アウトプット)とと

もに、閣内外の環境政策への反映、環境研究への科学的貢献等、得るべき成

果(アウトカム)についても評価する。
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評価の方法に関しては、①科学的、学術的な観点、②環境問題の解

明・解決への貢献度、③環境行政や国際的な貢献度等の観点から、合理

的な指標を定め、各業務を総合的に評価する方法を設定する。また、基

盤的な調査・研究においても、上記の観点から、国環研の役部を明確に

して、客観性のある方法で評価を行い、結果を公表する。ー

5年閣の業務実績

中期計画に従い、独立行政法人国立環境研究所研究評価実施要領及び大綱的

指針に基づき、内部研究評価及び外部専門家による外部研究評価を行った。重

点研究プログラム、中核プロジェクト、基盤的な調査・研究活動、知的研究基

盤の楚備事業の評価、並びに特別研究の事後評価については、外部研究評価委

員会で評価を行い、その評価結果については公表した。特別研究の事前評価お

よび奨励研究の事前・事後評価については所内に設置した研究評価委員会で評

価を行った。なお 20年の大綱的指針の改訂に従い、重点研究プログラム等の

終了時の評価及び第3期に実施する研究課題の事前評価を実施した。

皇旦霊蝿

研究所内で実施される研究課題に対し、内部研究評価と外部研究評仰を適切、

旦つ、効率的に組み合わせて実施することができたと考える。

第3期においては、第2期に実施された重点研究プログラムの追跡評価の実

施やさらなる効率的・効果的な研究評価となるよう努めていく。
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2 環境情報の収集・整理・提供に関する業務

環境研究に隣する情報、環境行政に関する情報その他の環境に関する圏内外

の情報を収集・整理し、毘民に分かりやすく伝えるため、国内外の関係機関等

との連携を確保しつつ、題環研の研究体制及び業務の充実を図る。

具体的には、インターネット等を介した総合的な環境情報提供システムの運

用を引き続き行うとともに、その充実を図る。また、環境研究同環境技術に関

する情報についてもインターネット等を介した提供を行う。さらに、環境の状

況を正確かつ分かりやすく提供するため、環境数値データベースの整備を進め

るとともに、環境の状況を目に見える形で提供することが可能な環境冨勢デー

タ地理情報システム(環境G 1 S)を引き続き構築し、インターネット等を介

して広く国民に提供する。なお、これらの情報の提供に当たっては、利用者と

の双方向的コミュニケーションの充実に努める。

これらにより、第2期中期目標期間終了年度における調達ホームページの利

用件数(ページビュー)が、第 1期中期目標期間終了年度に比べ5割以上の増

加となることを邑指す。

2 環境情報の収集、整理及び提供に関する業務

闇畏及び事業者の環境問題に関する理解を深め、自発的な環境保全活動等を

促進する上で、環境に関する正確な情報の提供は不可欠である。このため、臨

内・笥外の環境情報を体系的に収集・整狸し、インターネット等を通じて、で

きるだけ分かりやすく提供する。なお、情報の提供に当たっては、利用者との

双方向的コミュニケーションの充実に努めることとする。

本業務の目襟を次のとおり設定し、予算の重点配分等により、その達成を図

る。

( 1 )環境に濁する総合的な情報の提供

底民の環境保全活動の推進等のため、様々なセクターが提供する環境情報

を収集し、インターネット等を通じてそれらを広く案内・提供する。このた

め、環境情報のポータルサイト(総合案内所)を毘指したホームページを整

備・運用する。提供情報が正確で分かりやすく有用なものとなるよう、利用

者のニーズの把握、必要な情報素材の効率的な収集、収集した情報素材の適

切な整理・加工等に努める。また、環境問題に践する質問とその回答、環境

問題に関するイベント情報の提供等利用者同士の交流の場としての活用が

より充実するよう、適宜、ホームページの機能追加等を行う。これらにより、

第2期中期目標期間終了年度における関連ホームページの利用件数(ページ
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ビ、ユー)が、第 1期中期目標期間終了年度に比べ5割以上の増加となること

を目指す。

5年間の業務実績

fE 1 CネットJ(-平成 19年9Fl)、「環境研究技術ポータルサイトJ(平

成 19年 10月~平成 22年6月)及び同サイトの発展型である「潔境展望台J

(平成22年7月-)Jの運用を通じ、環境研究・環境技術に関する情報、環境

の状況に関する情報、ニュース・イベント情報等の潔境情報の提供を行ってき

fニ。

最新の環境展慧台では、利用者が、様々なE環境情報の中から必要な情報にた

どり着きやすいように、「情報源情報(メタデータ)Jと「検索システムJを備

え、以下のコンテンツを公開しており、平成 22年度の利用件数(ページピュ

ー)Iま約76万件であった。

-ニュース・イベント

.研究・技術

・政策・法令

.環境学習

・環境GIS

.検索・ナビ

皇亘霊盟

圏内・海外ニュ…ス、イベント情報

環境研究・環境技術に関する情報

環境政策・環境法令に関する情報

潔境学習に役立つ情報

環境の状況、環境指標・統計等に関する情報

様々な環境情報の検索サービス

平成 17年度と平成 22年度では、利用件数(ページピ、ユー)の集計方法

が異なることから、それぞれの方法(注 1)で利用件数を算出したものが下表

である。いずれの方法でも平成22年度利用件数は平成 17年度のそれより減

少しており、目標の達成には歪らなかった(注2)。

利用件数

平成 17年度 平成22年度

集室
平成 17年度の方法 約4， 458万件 約 1， 592万件

平成 22年度の方法 約 1， 679万件 約 76万件
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平成 19年度まで運営していた、 rE 1 Cネット」は、環境情報の提供ととも

に、環境に関する市民の情報交流の場を提供してきた。 EICネットは、平成

8年からの蓄積があり、サイトへの審き込み参加が可能な会員数が平成 17年

度末に 12， 800人を超えるなど認知度が高く、利用件数も多かった。

しかしながら、インターネット環境の進展等に伴い、民間独自のホームペー

ジ等を通じた交流も極めて活発化し、多様な取り組みがなされてきた状況等を

踏まえ、民間における環境情報の交流については、民間の多様な取り組みに委

ねることとし、国環研からの情報発信は、環境研究・技術、環境の状況等に重

点化することとした。

このため、平成 19年9月末をもって rE 1 CネットJの国環研としての運

用を取りやめ、新たに悶年 10月より、「環境研究技術ポ…タルサイト」を構築

し、運用を開始した。なお、 rE 1 Cネット」は、引き続き(財)環境情報普及

センターが独自に運営を行っている。

平成 17年度からの利用件数が減少したのは、上記のとおり、民間における

環境情報の交流を民間の多様な取り組みに委ねることとしたこと、 rE1 Cネッ

トj に替えて公開した「環境研究技術ポータルサイトj及びその発展笠である

「環境展望台j を公開してから間もないことから、認知度の点において rE 1 

Cネットj に及ばなかったことが原因と考えている。ただし、「環境展望台j に

おいては、コンテンツの充実や普及活動等を通じ、着実にその利用件数が増加

しており、平成22年度は平成20年度に比べて 1. 7倍の増となっている。

今後とも、利用者のニーズを踏まえてコンテンツの更なる充実を図ることは

もとより、イベントを利用した普及活動等を通じ、その認知度を高め、利用者

の増加に努めていく。

(注 1)平成 17年度及び平成 22年度の集計方法については、巻末補足資料

1を参照。

(注2) 目標達成状況の詳細については、巻末補足資料Zを参照。
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(2)環境研究者環境技術に関する情報の提供

潔境保全に貢献する技術の普及に資するため、環境保全に関する研究及び

技術開発に係る情報を収集・整理しインターネットを通じて提供するホーム

ページを整備・運用する。このホームページの中心的なコンテンツとして、

環境技術の開発状況等に関する最新ニュース及び先端的技術の分かりやす

い解説を掲載するほか、環境研究・環境技術に関するできるだけ幅広い情報

を利用しやすい形で提供するよう努める。なお、国環研の研究に関する情報

の提供については、下記3の(1 )による。

これらにより、第2期中期目標期潤終了年度における関連ホームページの

利用件数(ページピ、ユー)が、第 1期中期目標期間終了年度に比べ5割以上

の増加となることを自指す。

5年間の業務実績

環境研究・潔境技術に関する情報については、巨 1Cネット内の「環境技術

情報ネットワークJ(~平成 1 9年9Fl)、環境研究技術ポータルサイト(平成

1 9年 10 月~平成 22 年 6 月)及び潔境展望台(平成 22 年 7 月~)を通じ

て提供してきた。最新の環境展襲台では、環境研究・環境技術に関する情報を、

「ニュース圃イベントj 及び F研究・技術」のコンテンツとして再編・充実さ

せ、公開している。平成 22年度の利用件数(ページビュー)は約 49万2千

件であった。

皇皇霊盟

平成 17年度と平成 2 2年度では、利用件数(ページビュー)の集計方法

が異なることから、それぞれの方法で利用件数を算出したのが下表である。

いずれの方法でも、平成 22年度の利用件数は平成 17年度のそれの 1. 5 

倍を超えており、目標は達成したものと考えている。

利用件数

平成 17年度 平成 22年度

集計 平成 17年度の方法 約65万件 約404万件

方法
平成 22年度の方法 約22万件 約49万2千件
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今後とも、利用者のニーズに沿ったコンテンツの更なる充実を図るほか、イ

ベントを利用した普及活動等を通じ、その認知度を高め、利用者の増加に努め

ていく。
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(3 )環境の状況等に関する情報の提供

我が園の大気汚染、水質汚濁等の環境の状況に関する基本的なデータに

ついて、データベース化を進めるとともに、それらを地図やグラフの形で

分かりやすく表示する環境問勢データ地理情報システム(環境G 1 S) の

整備・運用を行う。環境GISの整備・運用に当たっては、利用者のニー

ズや使いやすさを考慮したコンテンツの拡充、機能強化等に努める。

また、環境GISの基盤を活用するなどして、環境省等他機関の情報提

供システムの開発・運用に係る受託・請負業務を行う。

これらにより、第 2期中期目標期間終了年度における関連ホームページ

の利用件数(ページビュー)が、第 1期中期目標期間終了年度に比べ5割

以上の増加となることを巨指す。

5年間の業務実績

大気汚染、水質汚濁等のデ…タを継続的にデータベースに収録するとともに、

環境GISを通じ、環境の状況等に関する情報の提供を行った。また、平成 1

8年度以降、以下のとおり、逐次提供コンテンツの充実を図った。

環境GISに搭載した新規コンァンツ 年 度

1 .生活環境情報サイト 平成 18年度

2. 測定地点検索 平成 19年度

3. 大気汚染予;JlIJシステム 平成20年度

4. 東アジアの広域大気汚染マップ 平成20年度

5. 自動車CO2排出量マップ 平成21年度

6 酸性雨調査 平成 22年度

環境GISについては、利用者にとって見やすく、使いやすいホームページ

にするため、平成 19年度にサイトのリニューアルを行い、平成 22年度には

環境展望台に発展的に統合した。

環境GISの基盤を活用した環境省からの受託、請負業務として「有害大気

汚染物質調査J、「全国自動車交通騒音調査j 及び「ダイオキシン類調査Jに係

るサイトの管理運用を行った。また、「生活環境情報総合管理システ.b.Jの開発・

運用の請負業務では平成 18年度に「生活環境情報サイトJを作成した。
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自己言平filli

環境の状況に関するデータの充実や新たなコンテンツの拡充・公害男などによ

り、平成 22年度の利用件数は約 481万件となり、目標を達成することがで

きた。

引き続き、利用者のニーズに沿った'情報の整備・充実を図るほか、見やすさ、

使いやすさを考慮したサイトの改善、機能強化等に努めていく。
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3.研究成果の積極的な発信と社会貢献の推進

( 1 )研究成果の提供等

環境問題に関する科学的理解と研究活動についての閤民の理解の向上安

図るため、研究活動宙研究成果の積極的な発信に努める。その際、専門的知

識を持たない主体に対しでも、分かりやすく正確に説明できるよう、インタ

ープリテーション機能(繍訳・解説機能)の強化に努める。

毘環研の広報にあたっては、年度ごとに広報計画を策定し、種々の広報手

段を用いて様々な主体のニーズに応じた情報を適切に提供する。さらに、地

域社会に根ざした法人としての役割と責任を踏まえた広報活動にも心がけ

る。

具体的には、調査・研究の成果を

-研究所年報の発行(会計年度終了後概ね3ヶ月以内)

・研究成果報告書の発行(研究終了後概ね6ヶ月以内)

等により公開・提供するほか、広報誌やインターネットを介して国民に分か

りやすい形で広く普及する。

また、個別の研究成果については、学会誌、専門誌等での誌上発表や、関

連学会、ワークショップ等での口頭発表等を通じて普及を図ることとし、国

環研全体として、第2期中期目標期間中の査読付き発表論文数、誌上発表件

数及び口頭発表件数を、それぞれ第 1獄中期目標期間中の合計数より増加さ

せる。

3.研究成果の積樋的な発信と社会貢献の推進

( 1 )研究成果の提供等

市民の環境保全への関心を高め、環境問題に関する科学的理解と研究活動

の理解の増進を図るため、プレスリリースや公開シンポジウム等を通じ、研

究活動・研究成果の積根的な発信に努める。その際、環境研究の専門的知識

を持たない主体に対しでも、研究成果やその活用可能性を分かりやすく正徳

に説明できるよう、インタープリテーション機能(翻訳・解説機能)の強化

に努める。

国環研の広報にあたっては、職員の意識向上を図るとともに、年度ごとに

広報計笛を策定し、種々の広報手段を用いて様々な主体のニーズに応じた情

報を適切に提供する。さらに、地域社会に根ざした法人としての役割と責任

を踏まえた広報活動にも心がける。これらの広報活動については、外部専門

家の意見も聴取しつつ、より効果的なものとなるように努める。

具体的には、以下により研究活動・研究成果に関する情報を幅広く提供す
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る。

① マスメディアやインターネットを通じた情報の提供

ア.研究活動・研究成果に関する正確で、新鮮かつ興味深い情報をマスメ

ディア(プレスリリ…ス)、インターネット等を通じて積極的に発信す

る。(具体的には、第 2期中期目標期間中のプレスリリース件数の合計

数を、第 1期中期目標期間中の 2倍にするとともに、第2期中期目標期

間終了年度における国環研ホームページの利用件数(ページビュー)が、

第 1期中期目標期間終了年度に比べ 5割以上の増加となることを目指

す。)

イ.インターネットの特性を活かし、利用者との双方向的な情報交換にも

留意した迅速かつ頻繁な情報提供に努める。

ウ.ホームページから研究者向けの有用なデータ等をダウンロードできる

機能を充実し、幅広い主体への研究成果の普及を念頭に置いたコンテン

ツ作成を行う。

エ.収集データを分かりやすく解析鋼加工したコンテンツ、社会的に関心

の高いテーマについて、研究成果等を踏まえ、分かりやすく解説するコ

ンテンツ、子ども向けのコンテンツ等の拡充を進める。

5年間の業務実績

第2期目標期間中は、プレスリリースが年間平均 37件となった。また、その内

容についても、イベント等の開催案内だけでなく研究成果の発信を重視し、内

容の充実を図ることが出来た。さらに研究成果をマスメディアに理解してもら

うよう勉強会等の開催を行うなど積極的な広報活動を行った結果、当研究所の

研究内容が、テレビ、新聞等において多数報道された。

年 度 1 8年度 1 9年度 20年度 2 1年度 22年度

7.レスリ1)-7. 34 30 40 42 37 

ナレビ等 53 1 44 82 94 88 

幸庁 間 197 474 468 476 374 

第2期中期目標期間においては、平成 18年度に、アクセシピリティ向上を

目的とした研究所ホームページデザインの全面的なリニューアルを実施したこ

とをはじめ、毎年度、新規コンテンツを掲載し、また、既存コンテンツについ

ても適宜更新を行うことにより、研究成果の幅広い普及に寄与しているものと

考える。中でも「研究への取り組みJや「ビデオライブラリー」といったコン
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テンツを通じて、研究所の活動内容をより分かりやすく提供するとともに、新

着情報のメール配信サービスを調始し、利用者との双方向的な情報交換にも留

意した迅速かつ頻繁な情報提供に努めた。

研究成果等として下表のとおりデータベース等を提供したほか、年報、研究

報告書、環境儀等の刊行物についても、ホームページ上から閲覧及びダウンロ

ードできるようにした。

年度 ホームページから新たに公開を開始した主なコンテンツ

1 8年度 国立環境研究所ホームページ(リニューアル版)、地球温暖化プロ

グラム、プラスチックと容器包装のリサイクルデータ集等 15件

1 9年度 トキシコゲノミクスサイト、実験水生生物の分譲、生態毒性予測

システム、環境研究技術ポータルサイト、りすく村Meiのひろ

ば等 11件

20年度 G08ATホームページ、持続可能性指標データベ…ス、化学物

質データベース、筑波研究学醤都市の景観変化、 8TOP TH 

E ;温暖化2008等24件

21年度 気候変動政策の米・欧・露・中・印 比較研究プロジェクト、曝

露評価関連モデル&ツール、製品使用年数データベース等 13件

22年度 環境濃望台、熱中症患者速報(英語版)、 8-8温緩化影響評価 E

適応政策に関する総合的研究、侵入生物データベース(改訂版)、

等6件

なお、研究所ホームページの利照(ページビュー)件数は、下表のとおり。

年度 I 1 8年度 119年度 I 20年度 I 21年度 I 22年度

年間 | 約 3，125 I 約 2，938 I 約 2，795 I 約 2，812 I 約 3，172

総件数| 万件 | 万件 i 万件 | 万件 | 万件

息旦註盟

プレスリリースに関しては平成 13年度から 17年度までの年間平均件数であ

る 15件と比較して 2.5倍となり目標を達成することができた。またマスメデ

ィアを通じた情報発信については、勉強会等の開催した結果、テレビ、新騎等

に多数記事として取りよげられたことにも繋がり、幅広く研究成果を普及する

ことができたと考えており、今後ともより一層の普及に努める。
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研究所ホームページへの利用件数については、第 2期中期目標期間中毎年約

3， 000万件の利用があったものの、第 2期中期目標期間終了年度(平成2

2年度)の利用件数は、第 1期中期目標期間終了年度(平成 17年度)に比べ

て約3割増加したものの、目標 (5割以上増加)の達成には至らなかった。

今後、国立環境研究所ホームページについて、サイトの構成、デザイン等の

改訂を行い、わかりやすさ、利用のしやすさの向上を図るとともに、イベン卜

などを利用した普及活動等を通じ更なる認知度の向上に努めていく。
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② 刊行物等を通じた研究成果の普及

対象に応じた刊行物、パンフレット等を作成し、研究活動・研究成果の解説 g

普及に努める。

ア研究報告、特別研究報告、業務報告

イ.年報(日本語版・英語版)

ウ 最新の研究成果を分かりやすく解説した研究情報誌「環境儀J(年4@])、

「国立環境研究所ニユースJ(年6周)等

エ.各種パンフレット・ニュースレター

5年間の業務実績

研究報告、年報等については、中真耳目標及び計画に従い、着実に干IJ行し、関

係機関等に配布した。また、わかりやすい研究成果報告書として刊行している

研究情報誌「環境儀」を 22年度までに 20号から 40号を刊行し、関係機関

等に配布した。

なお、これらの刊行物については、国立環境研究所ホームページに掲載し、

閲覧 E ダウンロードできるようにしている。

皇旦宣血

研究報告等の刊行物については、当初予定どおり、刊行・配布を行うことが

できた。今後も、広報内容と利用者のニーズを考慮し、また、刊行物以外の広

報媒体の特性を生かしつつ、研究活動・研究成果等の分かりやすい紹介・普及

に努めていく。
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③ 発表論文、誌上発表及び口頭発表の推進

個別の研究成果の発表について、論文の質も考慮、しつつ、第2期中期

目標期間中の査読付き発表論文数、誌上発表件数及び口頭発表件数を、

それぞれ第 1期中期目襟期間中の合計数より増加させる。

5年間の業務実績

第2期中期医標期間の実績は、 「査読付き発表論文数、誌上発表件数及び口頭

発表件数を、それぞれ第 1期中期目標期間中の合計数より増加させるj という

目標を上回ることができた。

査読付き発表論文数 1 ， 735件(1期)→2，1 69件 (2期)、

25. 0%増、

誌上発表件数:2，899件→3，1 70件、 9. 35%増、

口頭発表件数 5，31 7件→6，339件、 19. 2%増)。

0 誌上・口頭発表の年度毎の実緩

誌上発表件数 口頭発表件数

和文 欧文 その他 富十 国内 圏外 計

1 8年度
256 324 7 587 

852 262 1. 114 
(87) (305) (5) (397) 

1 9年度
278 278 9 565 

305 1， 116 
(153) (261) (7) (421) 

811 

20年度
276 331 12 619 

917 321 1.238 
(104) (292) (12) (408) 

21年度
303 388 8 699 

1.097 352 1.449 
(100) (350) (8) (458) 

22年度
282 410 8 700 

1，422 
(115) (363) (7) (485) 

1. 040 382 

(注刊 誌上発表件数の( )内の件数は、査読ありの件数

(注2) その他とは、和文、欧文以外の誌上発表
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0第 1期との比較

誌上発表件数 口頭発表件数

和文 欧文 その他 計 圏内 屋外 言十

第 1期
1.437 1，448 14 2.899 

(13-17 4.251 1.066 5，317 
(482) (1，240) (13) (1， 735) 

年度)

第2期
1.395 1. 731 44 3.170 

(18-22 4.717 1.622 6. 339 
(559) (1， 571) (39) (2， 169) 

年度)

(注 1) 誌上発表件数の( )内の件数は、査読ありの件数

(注 2) その他とは、和文、欧文以外の誌上発表

自己言平価

査読付き発表論文数、誌上発表件数及び口頭発表件数は、中期計画の目標を

十分に達成することができた。次期中期呂様期潤においても、引き続き、論文

の質も考慮しつつ、積極的に研究成果を発表していく。
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(2) 研究成果の活用促進

産学官交流の促進等を通じて、研究成果の活用促進に努める。また、知的

財産に係る管理機能を強化し、知的財産の創出及び適正な管理の充実を図

り、研究成果を社会に移転させる取締を推進する。

(2 )研究成果の活用促進

産学官交流の促進等を通じて、研究成果の活用促進に努める。また、知

的財産に係る管理機能を強化し、知的財産の創出及び適正な管理の充実を

図り、研究成果を社会に移転させる取紹を推進する。

5年間の業務実績

知的財産権の獲得については、「独立行政法人国立環境研究所職務発明規程」

に基づき、専門家による特許相談会の開催、法律特許事務所との顧問契約の締

結など知的財産権取得への支援策を充実させた。その結果、保有する知的財産

権は、 22年度末現在で、庖内及び外国特許 29件、実用新案0件、意匠権3

件、商標権 1件となっている。

産業界との交流の分野では、第 2.1. (1) で記したとおり、企業との連携拡

充に努めてきており、 2 2年度末現在で、 11件の共同研究契約を締結してい

る。

また、後述のとおり、匿の審議会等への参画、各種委員会で指導的役割を

果たすことなどを通じ、研究所の科学的知見を環境政策の検討に活かすよう努

めており、当研究所の研究成果は各穫の制度改正、基準設定、基本計画の策定

等へと反映されてきている。こうした圏内政策分野での研究成果の活用に加え、

IPCCやOECDなどの冨際的なプログラム・機関への参酋を通じた貢献も

行った。

皇亘霊盤

知的財産権の獲得や産業界との交流については、当研究所ではこれまで必ず

しも多くの蓄積を有してはいなかったが、関係する諸規程の整備の検討や実績

を積む中で、所内の関心は徐々に高まりつつあり、知的財産権の分野では、特

許の実施許諾契約の締結により実用化に向けた具体的な成果をあげるとともに、

産業界との交流に関しては、毎年度、共同研究を着実に進めてきている。こう
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した点に加え、 (4)に示すとおり政策立案等への研究成果の反映の閣でも大き

な実績をあげていることから、研究成果の活用促進については、中期計画の目

標を達成することができたと考えている。

第3期中期目標期間においては、これまでの実績を踏まえつつ、研究業務を

通じて得られたノウハウなども含む知的財産の保護の検討、企業との共同研究

の展開、圏内外の政策等への反映などの分野で研究成果の一層の活用に努める。
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(3)社会貢献の推進

国環研の研究成果の箆民への普及・還元を通じて、社会に貢献するよう努

める。具体的には成果発表会・公開シンポジウムの開催(年 1回以上)、一

般の国民を対象とした見学会の積極的な実施と対応及び普及啓発、並びに各

種のシンポジウム、ワークショップ等の実施や参画を通じた成果の分かりや

すい説明及び環境教育活動への取組を一層進める。

(3 )社会貢献の推進

国環研の研究成果の富民への普及・還元を通じて、社会に貢献するよう

努める。具体的には、以下の取組を推進する。

① 研究成果の国民への普及・還元

環境問題に対して、科学的に解明されている範囲を分かりやすく説明

することにより社会における情報不足に対する不安を取り除くととも

に、現状で最良と考えられる解決策を提示する。

ア.公開シンポジウム(研究成果発表会)、研究施設公開の実施

公開シンポジウムと研究施設公開を実施し、最新の研究成果につ

いて、研究者から直接市民にメッセージを発信する(年間各2回実

施)。

イ 各種イベント、プログラムへの参画

(ア)シンポジウム、ワークショップ等の開催又はそれらへの参加に

努める。

(イ)若い世代に環境研究の面白さを伝えるための各種プログラムに

積極的に参画する。

(ウ)環境省とも連携し、環境保全を広く国民に訴えるイベントに積

極的に参画する。

ウ 研究所視察者"見学者の対応

(ア)つくば本部内の見学コースを設置し、増大する見学対応の要望

にこたえる。

(イ)常設展示室等を含め、国環研来所者に対する研究成果の解説手

法の充実を更に検討する。

5年間の業務実緩

( 1 )研究所の研究成果を公樹シンポジウムの開催等と通じて、わかりやすく

国民への普及・還元を図った。
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具体的には、公開シンポジウムは毎年 6月に、東京と京都で開催している

が、 20年度においては環境・気候変動が議題の一つになった洞爺湖サミット

開催地である北海道(札幌)で時期に見合った場所での開催や、当日の様子

をビデオ配信するなど、多くの国民が研究所の研究成果に関心を持ってもら

えるよう工夫した。またシンポジウム参加者にアンケートを実施し、次のプ

ログラム構成に活かすとともに、講演に用いた資料等については、ホームペ

ージに掲載するなど、フォローアップも行った。

研究施設公開に関しては、 4月と 7月での公開の内容を変えることを試み

た。具体的には4月の公開は高校生以上を対象とした講演会や研究紹介等を

中心に行い、 7月の公開は子どもから大人までの全てを対象に、講演や研究

施設の説明だけでなく体験型イベントや環境学習的な展示等、研究所の全ユ

ニットをあげた公開を行った。また、今まで以上に公共交通機関を利用した

来所を推進するため、駅からの無料パス等の運行の強化を行った。

(2 )各穫のイベント、プログラムへの参加に関しては、閤立環境研究所セミ

ナーin沖縄を、那覇において開催し、沖縄地域においても研究成果の普及に

努めるとともに、その他のシンポジウム、ワークショップについても主催、

参加を積極的に行った。

また、つくば市が主催し、主に小中学生を対象とした、つくば科学フェステ

ィパルや環境省が主催するエコライフフェア等へも参加しており、広く国民へ

の研究成果の普及に努めた。

(3 )見学者の受け入れについては、できるだけ多くのニーズに対応するとと

もに、対応者の負担軽減を図り、より一層の効率化を進めるために、パネル

等の展示スペースの設置、施設見学用のパンフレツト、 DVD、パネル、展

示物等の整備、改善を進めた。

皇旦童血

公開シンポジウムについては、毎年、東京及び京都(札幌)の 2ヶ所で開催

し、毎年平均 800名程度の参加申込があり、高い関心が示されるとともに、講

演内容についても高い評価が得られた。

研究施設公開については、関係機関への協力依頼、マスメディアへの積極的

なPR等、事前の広報活動を強化するとともに、 4月と 7月での公開の内容を

変えることにより、関心震の明確化を図った公開を行い、多くの市民に目的意
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識をもって来場してもらうことができた。また無料送迎パスや公共交通機関を

利用した来所の周知徹底を図ることにより、環境に配慮したイベントとして、

大きな成果をあげたと考えている。

各種イベントへの参画についても、研究成果を多くの機会に知ってもらうこ

とができ、広く国民へ普及ができたと考えている。

見学者については、事前に関心のある施設、研究内容を聴取し、目的意識を

持って研究施設等、実際に見てもらうことにより、より研究活動内容の理解度

を深めてもらうことに努め、研究成果の普及に成果があったと考えている。

このように、研究成果の普及・還元については、順調に進展しており、中期計

翻の目標を達成することができたと考えている。

第 3期中期毘標期間においても、公開シンポジウム、一般公開等を通じて、

研究所の研究成果を分かりやすい言葉を用いて国民に伝えるよう努める。
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② 環境教育及び環境保全の取組の推進

ア 環境問題の解決のためには、社会構造やライフスタイルの変革等

市民の具体的な行動に結びつけることが重要であることから、第 1

の2の環境情報の提供のほか、積筏的な啓発活動・環境教育に取り

組む。

イ.環境問題に取り組む市民やNGO等に対して、適切な助言を行う

ほか、必要に応じて共同研究を実施すること等により一層の連携を

図り、地域や社会における環境問題の解決に貢献する。

5年間の業務実績

高校生など次代を担う青少年を対象に、環境保全に関する普及・啓発・教育

を自的として、サイエンスキャンプ等の教育プログラム等に積極的に参画した。

また、要請に応じて研究者を講師として派遣して環境保全に関する講義を行

い、つくば市が主催する、つくば科学出前レクチャーをはじめとして環境保全

活動を行う市民等を支援した。

皇亘霊盟

サイエンスキャンプ、茨城県の理数博士教室の実施、おもしろ理科先生等へ

の講師派遣など積極的に協力・活動を行うことができたと考えている。

第3期中期巨標期間においても、様々な主体とのコミュニケーションを拡充し、

環境保全に関する普及・啓発、環境教育に努めていく。
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(4)環境政策立案への貢献

環境省等が開催する各穣会議への参箇等を通じて、冨環研の研究成果が環

境政策立案に貢献するように努める。具体的には、各種審議会等に委員とし

て参加する職員について、第2期中期目標期間中の延べ人数を、第 1期中期

目標期間中の延べ人数より増加させ、研究成果の環境政策への反映に努め

る。

(4 )環境政策立案への貢献

環境省等が開催する各種会議への参画等を通じて、国環1i)fの研究成果が

環境政策立案に貢献するように努める。具体的には、各種審議会等に委員

として参加する職員について、第2期中期目標期間中の延べ人数を、第 1

期中期目標期間中の延べ人数より増加させ、研究成果の環境政策への反映

に努める。また、環境分野に関連する科学技術等の政策立案についても、

関係審議会等への参画を通じて幅広く貢献する。

5年間の業務実績

政策貢献の状況について、まず、国の審議会等への職員の参加人数を指襟と

してみると、第 2期中期目標期間中における国への審議会、検討会、委員会等

への職員の参加延べ人数は 31 28人であり、第 1期中期巨標期間中の参加延

べ人数の 2452人を超えており、目標を達成している。

第 1期 1 8 1 9 20 21 22 第2期

目標 年度 年度 年度 年度 年度 目標

期間中 期間中

審議会等
2452 51 4 61 2 656 661 685 3 1 28 

への参加
人 人 人 人 人 人 人

人数

第2裁における具体的な研究成果の環境政策への主な貢献事例は、資料4の

とおりである。 4つの重点研究プログラムをはじめとした毘環研の研究成果や

知見を提示することにより、

温室効果ガス排出量削減の中期目標の設定、

j孟E菱化リスク評価に関する IPCCの活動への貢献、

物質フロ一分析の指標・目標設定への活用、
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プラスチック製容器包装に係る環境負荷分析やリサイクル制度の運用改

善、

廃棄物中のアスベスト、 PCB、ダイオキシン等試験法の公定法化

大気中のPM2.5の環境基準設定など、大気・水質に係る環境基準の見直

し、

1，2-ジクロ口ヱタンの大気環境指針値の設定、

特定外来生物の指定

などへの貢献が行われた。

このほか、 22年度からは、環境省の策定した基本計画に基づき、「子どもの

健康と環境に関する全国調査j のコアセンターとしての体制、機能の整備を進

め、調査対象者のリクルートを開始した。また、東日本大震災に伴う災害廃棄

物の処理については、関係研究者・専門家によるネットワークの中核として、

環境省や関係自治体の対応を技術面から支援している。

自己評価

各種審議会等への参画数で目標を達成するとともに、 4つの震点研究プログラ

ムをはじめとした国環研の研究成果や知見を提示することにより、環境政策の

立案等に積極的な貢献を果たせたものと考えている。

第3期中期計画期間においても、政策貢献型の研究機関として、研究成果と

政策貢献の隠係を把握・評価しつつ、国内外の環境政策の立案や実施、見直し

等に貢献するよう積極的に取り組む。
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第3 業務運営の効率化に腐する事項

1 戦絡的かっ機動的な組織の編成

独立行政法人化の要請である効率化と環境研究等の充実・強化の両立を

留るため、次の諸点に留意しつつ、適切な体制の確立を図る。

なお、体制については、絶えず検討を行い、必要に応じ見直しを行う。

重点研究プログラムへの重点的な研究者の配置と、各研究領域における

基盤的な調査・研究の充実を同時に進める体制を確保するなど、当該体制

は、第2に掲げる呂標を確実に達成できるものとすること。

理事長の指導のもと、独立行政法人としての自立した運営が可能な組織

とすること。特に管理部門については、業務の見直し、業務分担の整理等

により業務の効率化を図り、研究企画・推進機能を強化すること。

第2 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置

1 戦略的かつ機動的な紐織の編成

国環研の資源を戦略的かっ機動的に活用し、独立行政法人化の要請である

効率化と環境研究等の充実・強化の両立を図るため、適切な研究組織及びそ

の支援体制等の編成を行う。

( 1 )重点研究プログラムを集中的に推進するための体制を整備する。

(2 )基盤的な調査・研究、創造的、先導的研究及び手法開発に取り組むた

めに必要な研究領域を置く。

(3 )国環研内外の様々な研究の効率的な実施や研究ネットワークの形成に

資するため、知的研究基盤の体制を整備する。

(4 )環境保全に際する圏内及び圏外の情報の収集、整理及び提供を行う体

制を整備する。

(5 )そのほか、題環研の活動を戦略的に支える企画・評価体制、効率的な

運営や知的財産を適切に管理するための体制、広報・アウトリーチ活

動を実施する広報体制、コンブライアンスの徹底のための業務管理体

制を再禁備する。

なお、体制については、絶えず検討し、必要に応じ見直しを行い、理事長

の指導のもと、独立行政法人としての自立した運営が可能な組織とする。特

に管理部門については、業務の見直し、業務分担の整理等により業務の効率

化を図り、研究企画・推進機能を強化する。
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5年閣の業務実績

( 1 )重点研究プログラムを集中的に推進するため、これまでの研究組織を改

組し、中期計画に基づく 4つの重点研究プログラムを以下のセンター又はグ

ループがそれぞれ担当することとし、これらの絶織に研究者を重点的に配置

した。

園地球温暖化研究プログラム • • ..地球環境研究センター

-循環型社会研究プログラム ・ ー環型社会・廃棄物研究センター

・環境リスク研究プログラム ・ ー環境リスク研究センター

・アジア自然共生研究プログラムーアジア自然共生研究グループ

(2)重点研究プログラムとともに基盤的な調査・研究、創造的、先導的研究

及び手法開発に取り紐むため、 17年度末に 67 ~霊・チームあった研究組織

の再編を行い、 18年度より 52室体制とした。また、 22年度から子ども

の健康と環境に関する全国調査への対応のため環境健康研究領域に 2室を増

やした。

(3)知的研究基盤の整備については、環境研究基盤技術ラボラトリーや地球

環境研究センタ一等において推進し、環境情報の収集、整理及び提供につい

ては、環境情報センターにおいて推進した。

(4 )研究所の企画・評価体制、効率的な運賞や知的財産を適切に管理するた

めの体制、広報・アウトリーチ活動を実施する広報体制の充実を図るため、

2実体制であった主任研究企画宮室を企画部に改組し、食画室、研究推進室

及び広報・国際棄の 3室体制とした。また、コンブライアンスの徹底を図る

ため、独立行政法人国立潔境研究所コンブライアンス基本方針安定め(平成

22年9月8日)、コンブライアンス委員会運営要領を制定し(平成 22年 10月

6日)、さらに問委員会において、所内のコンブライアンスチェック体制を確

認するとともに、法令等に基づく届出のチヱツク等を行った。

(5 )管理部門の業務の見直し、業務分担の整理等により、総務部総務課が担

当していた科学研究費補助金等の執行管理について、平成 19年度から総務

部会計課に移管し、さらに、平成 20年度から他の研究費とともに一括して

企画部において競争的資金の一元管理を行うこととした。また、管理部門に

1 8年度から高度技能専門員及びNIESフエローを、 19年度からシニア

スタッフを置き、積極的に活用した。
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自己評価

第2期中期計画に基づく研究を推進する組織・体制の確立を行うとともに、

重点研究プログラムへの重点的な研究者の配置と、研究の必要性に応じて環境

健康研究領域に二室を増やす等、各研究領域における基盤的な調査・研究の充

実を進める体制が確保できた。

絶えず業務分担の整理等について検討を行い、管理部門については食商部を

中心に体制を見直し、研究企画・推進機能を強化することができた。

コンブライアンスに関しては、一層の徹底を図るため、基本方針を策定する

とどもにコンブライアンス委員会を設置・開催した。
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2. 人材の効率的な活用

国内外の学界、産業界等から幅広く優れた研究者の登用を図ること等によ

り、既存の人材の活性化・有効活用を含め、流動的で活性化された研究環境

の実現に留意した人事管理を行い、人材の効率的活用を図る。

人材の活用、育成に際しては、以下の点について、配慮し、検討する。

非公務員型の独立行政法人としてのメリットを活かした柔軟な採用や人

事交流の推進

多様で多才な個々の研究者が意欲と能力を発揮できる環境の形成

研究者のキャリアパス及び併任制度の在り方

多様な雇用形態の人材関の調和

管理部門については、研修苦手l度の充実や専門的な知識・能力を有する外部

人材の活用等により、事務処理能力の向上を図る。

2 人材の効率的な活用

長期的な研究戦略及び社会ニーズに基づく戦略的・機動的な組織編成を踏

まえ、人的資源のE重点的配分を行うほか、国内外の学界、産業界等からの幅

広く優れた研究者の登用を図ること等により、既存の人材の活性化・有効活

用を含め、流動的で活性化された研究環境の実現に留意した人事管理を行

い、人材の効率的活用を図る。その際、以下の点について、配慮し、検討す

る0

.非公務員型の独立行政法人としてのメリットを活かした柔軟な採用や人

事交流の推進

-多様で多才な個々の研究者が意欲と能力を発揮できる環境の形成

.研究者のキャリアパス及び併任制度の在り方

-多様な雇用形態の人材間の調和

・女性研究者の積栂的な採用

管理部門については、研修制度の充実や財務会計、人事、広報等の幅広い

分野において高度技能専門員の積極的な活用を図るなどにより事務処狸能

力の向上に努める。

職務業績評価については、本人の職務能力の向上や発様、国環研の的確な

業務遂行に資するよう適宜見直しを行う。

5年間の業務実績

(1)人材の流動性を高めつつ、研究体制の充実を密るため公募により幅広く
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優秀な研究員を採用・確保するとともに、研究者を適切に配置することによ

り、人材の効率的な活用を行った。

(2 )環境省、国立水俣病総合研究センターとの人事交流、内閣府本府への行

政実務研修員の派遣、生物多様性条約事務局への職員の派遣等外部組織との

人事交流を促進し、研究環境の活性化に努めた。また、研究系職員の企盟都

への兼務発令を行い、外部資金、知的財産等に関する管理業務を行うことに

より、研究系職員のマネジメント能力の向上に貢献した。

( 3 )高度な研究能力を有する研究者や独創性に富む若手研究者等を研究系契

約職員として、高度な技能を有する者を高度技能専門員として、それぞれ採

用するとともに、年度末に雇用要求者との面接を行い、 1年間の研究や業務

の進捗等についてのコミュニケーションを図った。

(4 )若年者、女性及び外国人の能力活用等により研究活動等の基盤の強化を

図るため、平成22年度に研究開発力強化j去に基づく人材活用方針を策定し

Tニ。

(5 )管理部門において、高度技能専門員及びNIESフエロ一、シニアスタ

ッフを積極的に活用するとともに、会計事務処理員を研究ユニットに派遣す

ることにより事務処理の向上に努めた。

(6) 22年度には職務業績評価制度について、評価方法及び面接カード様式

等について、より評価者が総合判断しやすいように合理化するため、改良の

検討を進めた。

0 常勤職員の採用実績

パーマネント 任期付研究員 計

1 8年度 0人 1 1人 1 1人

1 9年度 2人 3人 5人

20年度 3人 1人 4人

21年度 6人 8人 1 3人

22年度 7人 1 2人 1 9人

言十 1 7人 35人 52人
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(パーマネント採用者 (17人)の前職)

-佳期付研究員

・大学教員

-民間企業

(任期付研究員採用者 (35人)の官官職)

.NIES特別研究員 9人

.NIESポスドクフエロー 9人

=高等教員 1人

-外国の研究機関等 1人

0常勤職員の離職状況

パーマネント

1 8年度 ム 11人

1 9年度 ム5人

20年度 ム5人

2 1年度 ム 11人

22年度 ム6人

計 ム38人※

-国立盆独法研究機関

-国家公務員(人事交流)

.NIESフエロー

=大学教員

-国立・独法研究機関

-大学院生主

任嬬付研究員

ム8人

ム 1人

ム2人

ム8人

ム8人

ム 27人

(※うち、定年退職ム 22人、死亡退職ム 2人)

(離職者(定年及び死亡を除く) 4 1人の離職後の勤務先)

2人

5人

4人

4人

富十

ム 19人

ム6人

ム7人

ム 19人

ム 14人

ム 65人

〔パーマネント (14人)) 〔任期付研究員 (27人)) 

-大学教員 1 1人 -パーマネントへの移行 1 2人

-国家公務員(人事交流) 2人 -特別客員研究員 1人

-外国の研究機関等 1人 -大学教員 7人

-民間企業 1人

• NPO法人 1人

-不明 5人
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0 研究系職員数の推移

1 8年度末 1 9年度末 20年度末 21年度末 22年度末

研究系職員 195人 194人 1 9 1人 185人 190人

(うち、任期
(29人) (3 1人) (30人) (30人) (34人)

付研究員)

0 契約職員、客員研究員等の推移

1 8年度末 1 9年度末 20年度末 21年度末 22年度末

NI王S特別研
5人 9人 1 5人 1 7人 1 1人

究員

NIESフエロ
23人 24人 27人 22人 25人

NIESポスド
8 1人 86人 89人 93人 1 05人

クフエロー

NIESアシス

タントフェ 30人 42人 36人 29人 23人

ロー

NIESリサー

チアシスタ 3 1人 39人 28人 38人 40人

ント

高度技能専
1 5人 3 1人 89人 105人 133人

門員

アシスタン
340人 359人 331人 349人 302人

トスタッフ

シニアスタ
0人 2人 3人 5人 3人

ツフ

派遣職員 38人 40人 34人 35人 42人

施設運転等
1 00人 74人 72人 75人 74人

藷負従率者

特別客員研
1 3人 1 1人 1 3人 1 3人 1 2人

究員
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客員研究員 232人 223人 272人 258人 245人

共同研究員 67人 78人 80人 80人 76人

研究生 106人 1 0 1人 105人 97人 1 0 1人

0 研究系職員における外国人職員及び女性職員の占める割合

研究系職員 うち、外国人職員

190人
5人

(2. 6 %) 

0 職務業績評価における評価結果別人数の推移

業績手当

1 8年度 1 9年度 20年度

A評価 73人 68人 A評価 1 9人

B評価 1 42人 137人 B評価 58人

C評価 0人 0人 C評価 117人

計 21 5人 205人 D評価 0人

E評価 0人

計 1 94人

うち、女性務員

30人

(1 5. 8号も)

(22年度末現在)

2 1年度 22年度

1 9人 1 9人

57人 60人

1 1 6人 1 1 9人

0人 0人

1人 0人

193人 198人

* 1 8年度、 19年度は3段階評価、 20年度以降は5段階評価。

昇給

1 8年度 1 9年度 20年度 21年度 22年度

7号俸上位

(18， 19年度
1 4人 1 8人 5人 5人 4人

は 4号俸特

別昇給)

5号俸上位

(18， 19年度
49人 36人 59人 60人 63人

は 2号俸特

別葬給)
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*上記の年度は評価実施年度であり、評価対象は当該年度の前年度の業績であ

る。

鼠旦霊盟

研究系職員の採用に関しては、公募により幅広い層から優秀な人材(採用者

全員が博士号取得済み)の登用を行うとともに、任期付研究員の採用を増やし

人材の流動性を高めることがで、きた。

このほか、研究系契約職員の採用を進めるとともに、特別客員研究員・客員

研究員の委嘱や共同研究員の受入れ等外部との連携を図り、全体として流動性

を高め人材の活性化につながったものと考えている。

一方、研究系職員のうち外国人研究者の占める割合は 2. 6 %、女性研究者

の占める割合は 15. 8%にとどまっており、今後改善を図っていくものであ

る。

平成 14年度に新たに設けた高度技能専門員の雇用制度については、 18年

度より研究部門における高度な技能を有する業務も雇用の対象として積極的に

活用することにより研究業務の効率化に賞献した。今後も本制度の積極的な活

用を図っていく。
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3.財務の効率化

予算の経済的な執行を行い支出の削減に努め、第2期中期目標期間におい

ては、運営費交付金に係る業務費のうち、毎年度業務経費については 1%以

上、一般管理費については3%以上の削減を目指す。また、「行政改革の重

要方針J(平成 17年 12月 24日閣議決定)を踏まえ、第2期中期目標期

間において人件費削減の取組を行うとともに、給与構造改革を踏まえた給与

体系の見直しを進める。

さらに、文書の電子化の更なる推進や会計処理等の事務の効率化に資する

新たなシステムの導入、業務・事務フローの点検等により、事務処理の迅速

化・効率化に努める。

3. 財務の効率化

・予算の経済的な執行を行い支出の削減に努め、第2期中期目標期間中に

おいては、運営費交付金に係る業務費のうち、毎年度業務経費について

は1%以上、一般管理費については3 %以上の削減を目指す。また、「行

政改革の重要方針J(平成 17年 12月24日閣議決定)を踏まえ、第

2期中期目標期聞において人件費を 5 %以上削減するとともに、給与構

造改革を踏まえた給与体系の見直しを進める。

-文書の電子化の更なる推進や会計処理等の事務の効率化に資する新たな

システムの導入、業務・事務フローの点検等により、事務処理の迅速化・

効率化に努める。

・受託収入(競争的な外部研究資金及び受託業務収入)については、国環

研の目的、使命に良く合致した資金であるか否かを吟味した上で、その

確保に努め、着実な運営に努めることとする。特に、競争的な外部資金

の第2期中期呂模湖情中の年平均額は、第 1期中期目標期間中の年平均

額と同等程度またはそれ以上を確保する。このため、競争的な外部研究

資金の獲得を促進する方策を講じることとする。

・国環研の知的・物的能力を、業務の支障のない範囲で、所外の関係機関

に対して提供して収入を得ること等により、円滑な財務運営の確保に努

める。

5年間の業務実績

( 1 )中期計画における上記の削減率に基づき毎年度逓減された運営費交付金

の交付を受けて、東京事務所の廃止等経費の削減に努め、その範閤内で事業
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を執行した。

人件費(退職手当、法定福利費、研究開発システムの改革の推進等による

研究開発能力の強化及び研究院発等の効率的推進等に関する法律(平成20

年法律第63号)研究開発力強化法第33条の規定に基づく研究開発能力の

強化及び閣の資金により行われる研究開発等の効率化推進を図るために必要

な人件費相当額のうち、平成 17年度末における若手研究者(平成 17年度

末において 37才以下の研究者をいう。)に係る人件費を除く、以下閉じ)

については、 17年度における決算額からム 5 %削減を趣旨とする額 2， 1 

37， 288千円(人事院勧告を踏まえた給与改定分を除く)に対し、 22

年度の執行額は、 2， 050， 347千円であり、限度額を 86， 941千

円下回った。

(2 )給与構造改革を踏まえた給与体系の見直しを進めるため、 17年度の人

事院勧告に基づき、勤務制度に基づく昇給制度(特別昇給と普通昇給の統合)

及び職糞手当の定額化等の給与規程の改正を行い、 19年度から実施した。

人件費執行額(単位千円)

1 8年度 1 9年度 20年度 21年度 22年度 合計

総人件費
2，339，783 2，328，835 2，277. 848 2，153，350 2.210.099 11，309，9151 

執行額

うち削減
2.186.606 2.153.026 2，099，606 1，977. 339 2，050，347 10，466，924 

対象分

(3 )事務処理の効率化及び予算執行管理体制の充実を図るため、新たな会計

システムへの更新、人事・給与システムの構築を行った(運用は 23年4月か

ら)。

(4 )受託収入(競争的な外部資金及び受託業務収入)については、当中期目

標期間!ま計 17， 47 3百万円を確保した。このうち、競争的な外部資金につ

いては、「年平均額は第 1期中期目様期間中の年平均額 (2， 1 7 0百万円)と

潤等程度またはそれ以上を確保する」という目標に対し、実績の年平均額は 1， 

928百万円と下回った。

また、国環研の保有する知的・物的資源の所外貢献として、環境標準試料等

の有償分譲、特許権譲渡等を行い、これらに伴い、計69百万円の収入を得た。
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(5 )契約の適正化については、競争性のある契約への移行等の取組を、「随意

契約見直し計箇J(1 9年 12月)、「独立行政法人の契約状況の点検・見直しに

ついてJ(2 1年 11月 17日閣議決定)、これを受け新たに策定した「随意契

約等見直し計画J(2 2年4月)等に基づいて行った。

(6)保有施設等については、コンブライアンスの視点を含め管理状態、利用

状況等を点検し、管理の是正や不要資産の処分を行った。

皇旦霊fdli
予算の執行については、経済的な執行を行い、経費の削減に努めた。今後は、

引き続き経費の削減に努めるとともに、受託収入の確保について、申請内容を

精査し研究提案カの強化に努めるなど、目襟達成に向けた努力を行う。

総人件費については、第2期中期目標期間において 5%を超える削減を達成

するとともに、給与構造改革を踏まえた給与体系の見底しを進めた。今後も、

簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律(平成 18年

法律第 47号)に基づき、平成 18年度から 5年間で 5%以上を基本とする削減

等の人件費に係る取組を 23年度も引き続き着実に実施するとともに、政府にお

ける総人件費削減の取組を踏まえ、厳しく見直すものとする。

また、契約の適正化、保有資産の見直しについては、「随意契約等見直し計画」

や各種閣議決定等に基づく取組を的確に進める。
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4 効務的な施設運用

施設等の活用状況を的確に把握し、稼働状況に余裕のある施設等がある場

合には、その有効活用を図るなど適切な措置を講じるとともに、計箇的な施

設の保守管理を行う。

4 効率的な施設運用

-大型研究施設等については、他機関との共同利用や受託業務での利用等

を含め効率的かっ計画的な利用を推進する。

-研究施設の重点的な改修を含めた計画的な保守管理を行う。

-研究体制の規模や研究内容に見合った研究施設のスペースの再配分の方

法を見直すなどにより、研究施設の効率的な利用の一謄の推進を図る。

5年間の業務実績

大型研究施設等については、研究計函に沿った利用を進めるとともに他機関

との共同研究での利用を推進し、効率的・計画的な利用に努めた。装置や計測

機器の設置圃更新にさきたっては、各研究ユニットからの提案を、研究評価委員

会において研究計画に照らしてその必要性・妥当性についての審査を行い、計

画的・効率的な整備に努めた。

また、独立行政法人整理合理化計画(平成 19年 12月24日閣議決定)に

従い、平成20年8月末をもって東京事務所を廃止した。さらに、向計画に基

づき、大型実験施設等について、利用状況や成果発信に係る状況を鑑み、大型

実験施設等見直し計画を策定し、奥日光フィールド研究ステーションについて

は研究拠点としての利用を平成20年度に廃止し、 22年度に観測タワー、取

水施設等の撤去を行った。また、大型レーザー・レーダー及び資源化プラント

についても平成 20年度に廃止、撤去し、更に、大気拡散風洞Bについては、

平成20年度に施設利用を終了した。

研究施設の保守管理については、老朽化した施設の改修等を行うとともに、

耐震改修工事についても計商的に行った。

研究スペースについては、スペース課金制度の改正等により研究施設のスペ

ースの再配分方法の見直しを行い、 5年間の合計で 4. 041 mのスペース再

配分を行う等、研究施設の有効活用を進めた。
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スペース課金制度の実施状況

1 8年度 1 9年度 20年度 21年度 22年度

対象スヘ。一λ面積 29.155 29.132 28. 936 28.954 28.958 

打i rri 打i 打1 円1

補正・控除後面積 9.902 rri 9. 655 打i 9. 729 打1 9.849 円1 6. 764 昨1包

課金徴収額 99.018子 96.546千 97.293干 98.500千 67.647子

内 円 同 円 円

空きか.-A再配分 825 m' 802 m 914 rri 572 rri 928 打i

車亘設置

研究施設等の運用に当たっては、研究計画に沿った計画的な利用とともに、

他機関との共同研究での利用の推進、所内公募と評価による機器更新など、効

率的な利用に努めている。また、独立行政法人整理合理化計画棟に基づき、研

究施設等の利活用状況を分析し、施設の廃止、利用停止、撤去を実施している。

研究施設の保守管理については、古いもので整備後30年以上経過しており

順次老朽化施設の改修を進めているが、今後とも引き続き計画的な改修を行う

必要がある。

研究施設のスペース再配分については、スペースの課金制度等により一定の

成果を上げたと考える。今後とも所内スペースの一層の有効活用に努める。

今後も引き続き、研究施設の現状や利用状況、スペース配分状況を把握しつ

つ、大型研究施設等の効率的かっ計画的な利用を図るとともに、研究施設の適

切な保守管理を行う。
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6 情報技術等を活用した業務の効率化

所内ネットワークシステムの適切な管理・運用等を行うとともに、各種業務

の効率化に資するシステムの開発等を進める。

また、主要な業務・システムの最適化を実現するため、以下の事項に取り組

む。

・業務・システムに係る監査及び刷新可能性調査を実施し、必要があれば、平

成 19年度末までに、業務・システムに関する最適化計画を策定する。

・業務・システムに係る覧査及び刷新可能性読査を通じ、システム構成及び調

達方式の抜本的な見直しを行うとともに、徹底した業務改革を断行し、シス

テムコスト削減、システム調達における透明性の確保及び業務運営の合理化

を実現する。

E 業務・システムに関する最適化計画を策定する場合には、業務・システムの

運営の効率化・合理化に係る効果・目標を数値により明らかにするとともに、

策定した計画をインターネット等により公表する。

5- 情報技術等を活用した業務の効率化

所内ネットワークシステムの適切な管理・運用等を行うとともに、各種業務

の効率化に資するシステムの開発等を進める。

また、研究に必要な文献等の効率的な入手のため、電子ジャーナルシステム

の利用を促進する。

さらに、主要な業務・システムの最適化を実現するため、以下の事項に取り

組む。

・業務・システムに係る監査及び刷新可能性調査を実施し、必要があれば、平

成 19年度末までに、業務置システムに関する最適化計商を策定する。

・業務・システムに係る監査及び刷新可能性調査を通じ、システム構成及び誠

達方式の抜本的な見直しを行うとともに、徹底した業務改革を断行し、シス

テムコスト削減、システム誠達における透明性の健保及び業務運営の合理化

を実現する。

-業務 M システムに関する最適化計画を策定する場合には、業務・システムの

運営の効率化・合理化に係る効果・目標を数値により明らかにするとともに、

策定した計画をインターネット等により公表する。

5年間の業務実績

所内ネットワークシステムを適切に管理・運用等を行うとともに、情報セキ
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ユリティポリシー及び実施手)1展等の軍基備を行い、情報セキュリティの確保に努

めた。研究者データベースの構築など、 ITを活用した各種業務の効率化に資

するシステムの開発等を行った。

また、電子ジャーナルシステムの導入を進め、所内利用環境を整備した。

さらに、 CIO補佐の助言を得て、システム調達における透明性の確保を進

めるとともに、新しい人事・給与、会計システムの調達手続き・導入準備を進

めた。

平成 2 0年 3月、「国立環境研究所コンビュータシステム最適化計画」を策

定・インターネット上に公開し、これに基づく業務最適化を実施した。

皇亘琵i麗

所内ネットワークシステムの管理・運用、情報セキュリティ対策、情報技術

を用いた各穫業務の効率化、電子ジャーナルシステムの導入、コンピユータシ

ステム最適化計画の策定・公表、業務改革としての新システム説達については

概ね当初予定どおり業務を実施できたものと考えられる。

引き続き、所内ネットワークシステムの適正な管理・運用、 1 Tを活用した

各種業務の効率化に資するシステムの開発等 ITを活用した業務の効率化に努

めていく。
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6. 業務における環嬢毘慮

業務に当たっては、物品及びサービスの購入・使用並びに施設の整備及び

維持管理に際しての環境配慮を徹底するために、「地球混暖化対策の推進に

関する法律Jに暴づく政府の事務及び事業に関する温室効果ガスの排出の抑

制等のための実行計画に定められた百擦を踏まえ、その達成を図ることや、

「爵等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」に慕づく物品等調達

時の環境負荷低減のための取組を進めること等により、電気・ガス等の資

源・エネルギー使用の削減、廃棄物の減量化、リサイクル及び適正処理の徹

底、化学物質管理の強化に努めるなど自主的な環境管理に積極的に取り組

む。

また、業務における環境配慮の成果を毎年度取まとめ、環境報告書として

公表する。

6. 業務における環境配慮等

業務における環境配慮を徹底し、環境負荷の低減を図るため、以下の取組

を推進する。

-物品及びサービスの購入・使用に当たっては、環境配慮を徹底する。そ

の際、政府の「環境物品等の調達の推進に関する基本方針Jに示されて

いる特定調達物品ごとの判断基準を満足する物品等を 100%調達す

る。また、できる限り環境への負荷の少ない物品等の調達に努めること

とする。

-温室効果ガスについては「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づ

き、政府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出抑制等のため実

行すべき措置について定める計画に掲げられた目標を達成するととも

に、一層の削減を図ることとし、平成 13年度比で 14%以上削減する

ことを呂襟とする。

-資源圃エネルギー使用の節約を図るため、国環研の単位面積当たりの電

気・ガスの使用量を平成 12年度比で 20%以上削減することを百擦と

する。

-上水使用量については、実験E軽水の再利用を進め、単位面積当たり平成

1 2年度比で 30%以上の削減を目標とする。

廃棄物等の適正管理を進めるとともに、廃棄物等の減量化、リユース及

びリサイクルを徹底する。このため、処理・処分の対象となる廃棄物の

発生量については、平成 16年度比で 25%以上、特に可燃物について

は40%以上の削減を巨標とする。また、分別により循環利用の用途に

供される廃棄物等についても削減を図る。
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-施設整備や維持管理に際しての環境負荷の低減の観点からの取組や、化

学物質の管理の強化等自主的な環境配慮の推進に努める。

・業務における環境配慮については、所内に設置されている環境配慮の推

進体制の下、職員の協力を得つつ必要な対策を進め、その成果を毎年取

りまとめ環境報告書として公表する。

事故及び災害等の発生を未然に防止し、安心して研究等に取り組める環境

を確保するため、職場における危険防止・鍵康障害防止の措置の徹底、安全・

衛生教育訓練の推進、メンタルヘルス対策等職員の健康管理への一患の配慮、

等、安全衛生管理の一層の充実を図る。

5年間の業務実績

環境配慮憲章及び環境配慮に関する基本方針等に基づき、環境管理委員会及

び安全管理委員会などの所内管理体制を活用し、また、平成 19年度から濁始

したE環境マネジメントシステムの適切な運用等により、環境配慮の着実な実施

を図った。

物品等の調達については、グリーン購入法に基づく調達方針の下で、環境に

配慮した物品及び役務の説達を 100%達成した。なお、その際、政府の「環

境物品等の調達の推進に関する基本方針Jに示されている特定調達物品毎の判

断基準より高い水準を満足するものの調達に努めた。

温室効果ガスについては、大型施設等の計画的運転停止、冷暖房の合理化、

ESCO事業等の推進等、対策を毎年度策定し実施するなど、省エネルギー対

策を進めた結果、 C02排出最は、平成 22年度において平成 13年度比で、

3 O. 2%の滅となった。なお、東日本大震災の影響により研究所の活動が低

下したことによるものも含まれている。

資源・エネルギー使用の節約については、単位面積当たりのエネルギー消費

量は、平成 12年度比で 33. 2%減となった。

上水使用量については、実験廃水の再利用を進めたことにより、単位面積当

たりの上水使用量は、平成 12年度比で48. 4%減となった。

廃棄物等の適正管理、減量化、リユース及びリサイクルについては、廃棄物

の分溺収集の徹底、会議のペーパーレス化等の対策を進めた結果、処理・処分

の対象となる廃棄物の発生量は、平成 16年度比で 47. 9%減、そのうち可

燃物について平成 16年度比で 5O. 8%減となった。また、分別による循環

利用の用途に供される廃棄物等についても削減した。

化学物質等の適正管理については、所内ネットワークを用いた化学物質管理
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システムの構築・運用・改善により薬品の貯蔵・使用の正確な実態を把握する

とともに、圧縮ガスの貯蔵・使用の実態を把握し、所要の改善措置を講じた。

また、「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する

法律Jに基づき、ダイオキシン類の環境排出量の届出を行うとともに、同法に

基づく届出対象の基準に達しなかった化学物質についても、使用状況に関する

所内調査により排出・移動量の見積りを自主的に行った。さらに、アスベスト

対策については、所内に対策チームを設けて所内の状況把握等を行い、対策が

必要とされた 16擦のうち、平成22年度までに 12棟の除去工事を実施した。

環境配慮の取組状況の公表については、各年度に実施した環境配慮、の取組につ

いて取りまとめるため、環境報告撃を毎年作成し、ホームページ等で公表する

とともに、研究所の一般公開の際に環境配慮の取組実例とあわせて紹介した。

C02排出量の推移

平成 平成 平成 平成 平成 平成

13年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度

C 電気 (t) 9.741 9. 955 9， 765 9，696 9，625 9.365 。ガス (t) 11. 090 7.266 6.968 6.017 5.639 5，173 

2 その他 (t) 35 94 58 55 54 29 

羽下 合計 (t) 20.866 17.315 16， 791 15，768 15，318 14，567 

出 平成 13年度増 ふ17.0 .6.19.5 .6.24.4 .6.26. 6 ゑ30.2

量 減率(%)

床面積当たりのCO 0.29 0.21 0.21 0.20 0.19 0.18 

2排出量 (t/rr1)

平成 13年度増減率 .6.27.6 ぬ27.6 ふ31.0 .6.34. 5 .6.37.9 

(%) 

延床面積(ば) 71，894 80.860 80.860 80.860 80，860 80，860 

エネルギー消費量及び上水使用量

平成 平成 平成 平成 平成 平成

12年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度

電気・ガ 電 気 26， 733 31，110 30，512 30，301 30，079 29，264 

ス使用量 (間Wh)
ガス (km3) 3.826 3，072 2， 946 2，544 2.385 2.187 
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エネルギ 電気 (GJ) 274.013 318.878 312.748 310.585 308.310 299.956 

一消費量 ガス (GJ) 172. 805 138.260 132.587 114.485 107.303 98.421 

合計 (GJ) 446.818 457.138 445.335 425.070 415.613 398.377 

単位面積当たりエネ 7.38 5.65 5.51 5.25 5.14 4.93 

ルギー消費量

(GJ/rn') ";"23.4 ";"25. 4 ";"28. 9 ";"30. 4 ";"33. 2 

平成 12年度増減率

(%) 

上水使用量(ぽ) 148.054 98.440 99.819 99.613 108.046 101.899 

単位逝積当たり上水 2.44 1.22 1.23 1. 23 1. 34 1.26 

使用量 (m3/rn') 

平成 12年度増減率 ";"50.0 ";"49. 6 ";"49. 6 4邑 ..;.， 

(%) 45.1q也 48.4% 

延床面積(rn') 71.894 80.860 80.860 80.860 80.860 80.860 

廃棄物発生量

平成 平成 平成 平成 平成 平成

16年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度

処 可燃物 (kg) 80.600 51.135 48.439 40.851 37.010 39.661 

現・処 平成 16年度

分の 増減率(%) ";"36. 6 ";"39. 9 ";"49. 3 ";"54. 1 ";"50.8 

対象 実験廃液 16. 519 13.474 12.362 12. 102 10.894 10.922 

とな ( L) 

る廃 合計(注3) 97. 119 64. 609 60.801 52.953 47. 904 50.583 

棄物 対平成 16年

度増減率 ";"33. 5 ";"37. 4 ";"45. 5 ";"50. 7 ";"47.9 

(%) 

循 E棄 廃7
0

うスチツウ類 15.054 15.354 14.022 14.271 13.534 13.337 

資源 ペットボト 1.664 1.600 1.585 1.297 1.286 1.415 

(kg) jレ

アルミ缶 542 388 320 339 309 477 

金属くず 8.144 6.249 4.601 3.326 3.416 4.898 

機器類 2.850 1. 141 427 423 374 912 

電池類 435 280 309 394 579 320 

蛍光灯 951 672 660 629 569 
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古紙 46，528 52，139 36.048 37，568 36.313 44.082 

空き缶 5.475 4. 778 4.468 3.923 3.721 3.434 

ガフスくず 1.986 1.879 1.608 1.932 1. 912 1，771 

感染性廃棄 20 36 83 105 106 

物

生ゴミ 8， 992 9.251 8.209 8，271 7.655 

合計 (kg) 179. 797 158.379 134.146 125.438 118.353 129，560 

研究所の職員数(人) 1.006 965 1. 001 1.028 1，070 1.085 

1人当たりの発生量 0.490 0.450 0.367 O. 334 0.303 0.327 

(kg/人・日)

注 1:生ゴミについては、コンポスト化により平成 17年 12月より可燃物から循

環資源へ区分変更

注 2 循環資源は、リサイクル専門の外部業者に全量を処理委託した。

注 3:処理・処分の対象となる廃棄物の合計は、実験廃液は 1リットル=1 k 

gと仮定した。

注 4 職員数は、通年で勤務している人数を勤務形態等から算出した数。

注 5 所内の研究及び事務活動から直接生じたものを本表の集計対象としてい

る。

自己評価

温室効果ガスについては、排出量削減目標を達成した。

エネルギー消費量については、単位面積当たりの削減呂標を達成した。

上水使用量については、単位菌積当たりの削減巨擦を達成した。

廃棄物等の適正管理については、処理・処分の対象となる廃棄物、可燃物と

もに、発生量削減目標を達成した。また、分別により循環利用の用途に供され

る廃棄物等の削減を函ることができた。
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7. 業務運営の進行管理

研究所内の業務進行管理体制を強化し、各年度の研究計画を作成・公表す

るとともに、外部の専門家の評価・勃言を得つつ、業務の進行状況を組織的

かつ定期的に点検し、業務の効率的かつ円滑な実施のために必要な措穫を適

時に実施する。

また、社会的信頼にこたえる良質な業務の運営管理を確保するため、業務

運営の改善、組織・体制の効率化等において、監査結果を一層適切に活用す

る。

7. 業務運営の進行管理

業務運営の適正化 E 効率化を図るため、以下の通り進行管理を行う。

( 1 )研究の実施に当たっては、

-各年度ごとの研究計画を作成・公表する。

・第 1の 1. (2)①の重点研究プログラム、中核研究プロジェク卜等に

リーダーを置き、研究内容の調整、進行管理等を行う 0

・第 1の 1. (2)①の重点研究プログラム、中核研究プロジヱクト等に

ついては、国潔研内部の進行管理に加えて、外部の専門家の評価・助言

を受けながら実施する。

(2 )業務運営については、毎年度自己点検・評価を実施し、その結果を年

度計画に反挟するなど、業務運営の改善を促進する。

(3 )社会的信頼にこたえる良質な業務の運営管理を確保するため、業務運

営の改善、組織・体制の効率化等において、監査結果を一層適切に活用

する。

5年間の業務実績

(1)研究の実施に当たっては、毎年度研究計画を作成し、関係者に配布する

とともにホームページで公表した。年度計画等に準拠して重点研究プログラ

ムの着実な推進を図るため、各プログラムに中核研究プロジェクトを組織し、

プロジェクトごとに定めたリーダーを中心に、研究の動向把援、進行管理等

に努めた。重点研究プログラムのほか、基盤的な調査・研究活動及び知的研

究基盤の整備、特別研究課題について、外部研究評価委員会による評価を毎

年度受けており、評価及び意見等については、これらの調査研究の再点検及

び必要な晃直しに活用した。

(2 )業務運営に当たっては、理事会に加え、研究所の運営に関する重要事項

を審議するためのユニット長会議、研究業務の円滑な推進を図るための研究
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評価委員会等を定期的に開催したほか、呂的に応じて所要の各種委員会を濁

催し、適切に実施した。このうち、ユニット長会議においては、ユニットご

との研究活動等の進捗状況について報告を受け、管理を行った。また、各ユ

ニット長と理事長・理事との面接により、業務計画を作成するとともに、年

度末に達成状況の評価を行い、次年度の業務計画や予算への反映を図った。

さらに、業務実績報告の作成等を通じた自己点検や、独立行政法人評価委員

会の指摘等を踏まえ、業務運営の改善に努めた。

(3 )監査については、毎年度の監査計画に基づき、所内業務の実施状況等に

ついての監査を行っているところであり、監査結果を踏まえて執行管還の効

率化等を図ってきている。

(4 )コンブライアンスの徹底

コンブライアンスの徹底を図るため、独立行政法人国立環境研究所コンブラ

イアンス基本方針を定め(平成22年9月8日)、コンブライアンス委員会運

営要領を制定し(平成2 2年 10月6日)、さらに問委員会において、所内の

コンブライアンスチェック体制を確認するとともに、法令等に基づく庖出のチ

ェック等を行った。

(5)東日本大震災への対応

1 )大震災に関して、適時適切な種々の対応策を迅速に講じることを可能な

らしめ、早急な復旧と二次災害の発生防止を図るために、理事長を本部長

とする「東日本大震災対策本部」を設置した (23年3月 14日)。

2) さらに、激甚な震災を被った地域の復旧・復興に協力するため「東日本

大震災復旧・復興貢献本部」を設置するとともに (23年3月29日)、貢

献活動の三本柱を次のように設定。

①災害廃棄物対策

②地元の環境研究所等との協働

③適時適切な情報提供で貢献

3 )国環研ホームページに「大震災関連ページj を緊急に設け、国環研の取

組状況や情報源情報などの情報提供を開始した (23年3Fl31臼)

4)特に、災害廃棄物に関しては、災害廃棄物関係者の知見を結集し技術的

側面から支援するため、研究者・専門家ネットワークを立ち上げるととも

に、災害廃棄物処理に関する環境省及び関係自治体等による対応に対して、
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現場状況や関係者のニーズを踏まえた技術情報の提供を行っている。

自己評価

業務運営全般については、理事長のマネジメント及びこれを支援するための

所内各庖での体制の下で、中期計画及び年度計画の遂行・進行管理に努めた。

研究業務については、中期計画に沿って構成された研究計画を作成し、所内的

な進行管理を行うとともに、外部研究評価の実施により、 22年度及び第2期

中期目標期間に係る評価を受けており、その結果を踏まえ今後の研究の一層の

進展を図ることとしている。コンブライアンスに関しては、一層の徹底を図る

ため、基本方針を策定するとともにコンブライアンス委員会を設置・開催した。

さらに、東日本大震災に際しては、すみやかに理事長を本部長とする「東日

本大震災対策本部J及び「東毘本大震災復旧 E 復興貢献本部」を設震し、円滑

な意思決定と機動的な対応に努めた。

第3期中期計画期間においても、適切な内部統制を確保しつつ、業務運営の

適正化・効率化を図るため、的確な進行管理を図っていく。
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第4 財務内容の改善に関する率項

第3の3r財務の効率化」で定めた事項に配慮した中期計@iの予算を作成

し、当該予算による運営を行う。

また、健全な財務運営と業務の充実の両立を可能とするよう、交付金の効

率的・効果的な使用はもとより、受託収入(競争的な外部研究資金及び受託

業務収入)については、国環研としての主体性を保つため、国環研の目的・

使命によく合致した資金であるか否かを吟味した上で、その確保に努め、着

実な運営に努めることとする。特に、競争的な外部研究資金の第 2期中期医

襟期間中の年平均額は、第 1期中期目標期間中の年平均額と同等程度または

それ以上を確保する。このため、競争的な外部研究資金の獲得を促進する方

策を講じることとする。

第3 予算(人件費の見積りを含む。)、収支計画及び資金計画

(1)予 算 平成 18年度~平成22年度収支予算

( 2)収支計画 平成 18年度~平成22年度収支計画

(3 )資金計画 平成 18年度~平成 22年度資金計画

第4 短期借入金の限度額

第4-2 不要財産文は不婆財産となることが見込まれる財産

がある場合には、当該財産の処分に関する計画

第5 官官項に規定する財産以外の重要な財産を譲渡し、又は担保

に供しようとするときは、その計爾

第6 剰余金の使途

5年間の業務実緩

予算等について、中期計画に従い適切に執行した。 財産の処分については、

処分に濁する計画に基づき、 22年度に奥田光フィールド研究ステ…ションの

観測塔等の撤去を行った。
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1 8年度-22年度予算の執行状況 (単位:千円)

区 分 18年度 19年度 初年度 21年度 22年度
合計

予算額 予算額 予算額 予算額 予算額
運営費父付金 9，615，684 9，680，365 9，675，216 9，292，205 12，127，614 50，391，084 

業務経費 6，154，491 6，200，643 6，118，133 5，972，472 8，-571，330 33，017，069 

[内訳]

衛星観測経費 636，219 714，795 664，713 631，477 696，421 3，343，625 

ヱコチル調査 2，944，612 2，944，612 

その他 5，518，272 5，485，848 5，453，420 5，340，995 4，930，297 26，728，832 

人件愛 2，918，741 2，951，228 3，042，188 2，818，087 3.067.546 14，797，790 

一般管理費 542，452 528，494 514，895 501，646 488，738 2，576，225 

受託経費等 3，815，887 3，739，960 3，630，990 3，477，836 3，108，039 17，772，712 

施設整備蓄を 414，887 1，111，870 785，567 651，046 372，308 3，335，678 

設備整備費 1，103，614 1，103，614 

dロh 富十 ]生塑6，45号 14，532，195 14，091，773 14，51空701 15，607，961 72，603，088 
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区 分 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度
合計

執行額 執行額 執行額 執行額 執行額

運営費交付金 8，970，614 9，418，341 9，240，727 9，069，138 12.464，361 49，163，181 

業務経費 5，666，533 6，232，569 5，984，362 6，135，228 9，174，110 33，192，802 

[内訳]

衛星観測経費 367，892 696，064 749，512 730，748 844，986 3，389，202 

ヱコチル調査 2，289，031 2，289，031 

その他 5，298，641 5，536，505 5，234，850 5，404，480 6，040，093 27，514，569 

人件費 2，811，847 2，739，241 2，821，013 2，484，333 2，782，812 13，639，246 

般管理愛 492，234 446，531 435.352 449.577 507，439 2，331，133 

受託経費等 3，873，243 3，672，541 3，654，089 3，427，214 3，148，127 17，775，214 

施設整備費 414曾887 825，525 668，400 549，504 297，647 2，755，963 

設機整備焚 1，103，614 1，103，614 

合 E十 13，258，744 13，916，407 13，563，216 14，149，470 15，910，135 70，797，972 

注)受託経費等の予算額は収入額を、施設整備費の予算額は執行可能額を示す。

1 8年度においては、この表の他に、臨時利益として損害保険金受取 138， 

636千円及び災害復18費 133， 339子同がある。 20年度においては、

この表の他に、災害復旧費 1， 169千円がある。

車亘霊盟

中期計商に従い、適切に執行できた。
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第2 業務運営の効率化に関する自擦を達成するためとるべき措置

3. 財務の効率化

・予算の経済的な執行を行い支出の削減に努め、第2期中期目標期間中に

おいては、運営費交付金に係る業務費のうち、毎年度業務経費について

は1%以上、一般管理費については3 %以上の削減を目指す。また、「行

政改革の重要方針J(平成 17年 12月24B閣議決定)を踏まえ、第

2期中期目様期間において人件費を 5 %以よ削減するとともに、給与構

造改革を踏まえた給与体系の見直しを進める。

・文警の電子化の更なる推進や会計処浬等の事務の効率化に資する新たな

システムの導入、業務・事務フローの点検等により、事務処理の迅速化・

効率化に努める。

・受託収入(競争的な外部研究資金及び受託業務収入)については、国環

研の目的、使命に良く合致した資金であるか否かを吟味した上で、その

確保に努め、着実な運営に努めることとする。特に、競争的な外部資金

の第2期中期目標期間中の年平均額は、第 1期中期目標期間中の年平均

額と向等程度またはそれ以上を確保する。このため、競争的な外部研究

資金の獲得を促進する方策を講じること Jごする。

‘国環研の知的・物的能力を、業務の支障のない範屈で、所外の関係機関

に対して提供して収入を得ること等により、円滑な財務運営の確保に努

める。

5年聞の業務実績

第3の3 r財務の効率化j に前掲

皇亘重盛

第3の3 r財務の効率化j に前掲
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箆 5 その他業務運営に関する重要翠環

1 .施設及び設備に関する計画

良好な研究環境を維持するため、施策及び設備の老朽化対策を含め、業務

の実施に必要な施設及び設備の計画的な整備に努める。

第7 その他の業務運営に関する率項

1 施設・設儀の整備及び維持管理

業務の震の向上に必要な施設・設備を効率的かっ計画的に整備するととも

に、保有する施設・設備の効率的な維持管理を行う。

平成 18年度から平成 22年度内に維持管理等を行う施設置設備は次のと

おりである。

予定額

施設・設備の内容 (百万 財 j原

円)

【漉設】

廃棄物・廃水処理施設実験廃液タンク更新
322 

施設整備費
等 補助金
水環境保全再生研究ステーション中央制 50 施設整備費
御掻更新等 補助金

【設備】

〈建築〉

外壁等改修 504 
施設整備費
補助金

〈電気設備〉

受電設備更新 701 
施設整備費
補助金

〈機械設鋳〉

老朽配管、空調設備等更新 843 
施設整備費
補助金

【撤去等】

〈奥田光フィールド研究ステーション緩
50 

施設整備費
jJ!IJ塔等〉 補助金

整(備注等)上をす記のほか、業き務の実施状況及び老朽度合等を勘案して、施設置設備の
ることがでる。
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5年間の業務実績

中期計画に基づき、施設=設備の改修を行った。また、耐震診断の結果、耐

震改修が必要と判街された建物が 16棟あり、うち 9様の改修を行った。

第2期中期計画期間における主な施設・設備の整備状況は以下のとおりであ

る。

{施設]

廃棄物・廃水処理施設一般個体焼却炉スプレー塔更新その他工事

【設備】

<建築工事>

動物実験棟外壁改修その他ヱ事

動物実験棟耐震改修工事

研究本館 I耐震改修工事

7)<環境実験施設他耐震改修その他工率

研究本館E他耐震改修その他工事

<電気設備工事>

研究 I棟(研究 1棟、計測棟)受変電設備更新工事

研究立棟・水環境実験施設受変電設備更新工事

生物環境調節実験施設他受変電設備更新工事

大気化学実験棟他受変電設備更新工事

<機械設備工事>

研究本館 I他窓調設備更新その他工事

研究本館瓦他老朽配管更新その他工事

【撤去等]

奥日光観測タワー・取水施設等撤去工事

※建築工事・電気設備工事・機械設備工事については、 1件 1億円以上のも

のを記載した。

車旦琵盟

中期計商に基づき施設・設備の改修等を行ったが、古いもので整備後 30年

以上経過し、施設の老朽化が進んでいることから、今後とも引き続き改修が必

要である。

また、耐震改修工事を中期計画の途中から実施してきているが、改修工事未

了の建物についても工事が必要である。
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2.人事に関する計画

非公務員型の独立行政法人としてのメリットを活かし、多様な人材の採用

及び活用を図るため、人事制度の見直しを行う。

また、「行政改革の重要方針J(平成 17年 12月24日閣議決定)を踏ま

え、第2期中期目標期間において人件費削減の取組を行うとともに、給与構

造改薫を踏まえた給与体系の見直しを進める。

2. 人事に損する計画

(1)方針

非公務員型の独立行政法人としてのメリッ卜を活かしつつ幅広く優秀

かつ多様な人材の確保を図るとともに、人材の重点的、機動的配置等によ

り、国環研の能力を高め、最大限の力が発揮できるように努める。また、

「行政改革の重要方針J(平成 17年 12月 24日閣議決定)及び「簡素で

効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律J(平成 t8年

法律第47号)を踏まえ、第 2期中期目標期間において人件費を 5 %以上

削減する。ただし、以下により雇用される任期付職員の人件費については、

割減対象から除く。

-競争的研究資金または受託研究もしくは共同研究のための畏聞から

の外部資金により雇用される任期付職員

-固からの委託費及び補助金により雇用される任期付研究者

-運営費交付金により麓用される任期付研究者のうち、国策上E重要な

研究諜題(第三期科学技術基本計画(平成 18年3月28日閣議決

定)において指定されている戦略重点科学技術をいう。)に従事する

者及び若手研究者(平成 17年度末において 37歳以下の研究者を

いう。)

また、給与構造改革を踏まえた給与体系の見直しを進める。

(2 )人員に係る指標

任期付研究員の採用に引き続き努め、中期目標期間中の研究者総数に占

める任期付研究員の割合を 13%程度たする。

(参考1) 1)期初の常勤務員数 272人

2)期末の常勤職員数の見込み 282人

(参考 2) 中期目標期間中の人件費総額

中期目標期間中の人件費総額見込み 11， 023百万円
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但し、上記の額は、総人件費改革において削減対象とされた人件費の範

麹(役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当、超過勤務手当、休職者給与

及び冨際機関派遣職員給与に穏当する範留から総人件費改革の取組の削減

対象外となる任期付研究者等の人件費を除いた額)の費用である。

なお、上記の削減対象とされた人件費に総人件費改革の取組の削減対象

外となる任期付研究者等に係る人件費を含めた総額は、 11， 767百万

円である。(国からの委託費、橋助金、競争的研究資金及び民間資金の獲得

状況等により増減があり得る。)

5年間の業務実績

( 1 )人材の流動性を高めつつ、研究体制の充実のため、公募により幅広く優

秀な研究員を採用・確保するとともに、研究者を適切に配置することにより、

人材の効率的な活用を図った。

( 2) 入件費(退職手当、法定福利費、研究開発システムの改革の推進等によ

る研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に践する法律(平成2

0年法律第 63号)研究開発力強化法第 33条の規定に基づく研究開発能力

の強化及び留の資金により行われる研究開発等の効率化推進を図るために必

要な人件費相当額のうち、平成 17年度末における若手研究者(平成 17年

度末において 37才以下の研究者をいう。)に係る人件費を除く、以下同じ)

については、 17年度における決算額からム 5%削減を趣旨とする額2， 1 

37， 288子円(人事院勧告を踏まえた給与改定分を除く)に対し、 22

年度の執行額は、 2， 050， 347子円であり、限度額を 86， 94 1千

円下回った。

(3)給与構造改革を踏まえた給与体系の見直しを進めるため、 17年度の人

事院勧告に基づき、勤務制度に基づく昇給制度(特別昇給と普通昇給の統合)

及び職責手当の定額化等の給与規程の改正を行い、 19年度から実施した。

年度末人員と任期付研究員の割合

1 8年度 1 9年度 20年度 2 1年度 22年度

常勤職員数 250人 244人 242人 239人 252人

うち研究者
195人 194人 1 9 1人 185人 1 90人

総数
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うち任期付

研究員数
29人 3 1人 30人 30人 34人

研究者総数

に占める任

期付研究員
1 4. 9与も 1 6. 0号も 1 5. 7 gも 1 6. 2 gも 1 7. 9 g也

の割合

人件費執行額(単位千円)

1 8年度 1 9年度 20年度 2 1年度 22年度

総人件費執
2，339，783 2.328.835 2，277. 848 2.153.350 2.210.099 

行額

うち削減対
2.186.606 2.153.026 2.099.606 1，977. 339 2，050，347 

象分

自己評価

公募により幅広く研究系職員の採用を行ったほか、笛内外の大学、研究機関

等から特別客員研究員、客員研究員を委嘱・招へいした。

総人件費については、第Z期中期目標期潤において 5 %を超える削減を達成

するとともに、給与構造改革を踏まえた給与体系の克直しを進めた。

今後も、簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律

(平成 18年法律第 47号)に基づき、平成 18年度から 5年間で 5 %以上を基

本とする削減等の人件費に係る取組を 23年度も引き続き着実に実施するととも

に、政府における総人件費削減の取組を踏まえ、厳しく見直すものとする。
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巻末補足資料 1 利用件数の集計方法に関する補足説明

(1 2ページ、 14ページ関係)

1. r環境に関する総合的な情報の提供 (p12)j及び「環境研究・環境技術に関す

る情報の提供 (p14)jにおいては、サイトの利用件数に筒し、「平成 17年度の

方法Jと「平成22年度の方法Jの二通りの集計方法を示している。

2. r平成 17年度の方法Jは、第 2期中期計画策定詩(平成 17年度)に用いてい

た方法で、ウェブサイトに対するアクセス件数をそのまま集計する方法である。

3. r平成22年度の方法」は、平成 19年度に立ち上げた「環境研究技術ポータル

サイト(現 環境展望台)j において用いている方法で、グ…グルやヤフーなどの

検索サイトが運用する検索エンジンによる機械的アクセスを除いて集計する方法

である。これにより、より利用実態に近い値が得られるものと考えている。なお、

平成 17年度の方法と平成 22年度の方法による利用件数の関係は次のとおりで

ある。

|平成22年度の方法による利用件数|

=1平成 17年度の方法による利用件剣一|検索エンジンによる機械的アクセス件費制
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巻末機足資料2 r環境!こ関する総合的な情報の提供Jに関する補足説明

(11~13 ページ関係)

1 .第2期中期計蘭(平成 17年度策定)においては、「環境に関する総合的な情報

の提供」に係る数値目標設定の前提としていたのは、当時、国立環境研究所が事業

主体となり(財)環境情報普及センターが運用していたウェブサイトである EIC

ネット (EnvironmentalInformation & Communication Network。研究情報のみなら

ず官民学の幅広い環境情報のネットワークを指向していた。)を発展させることで

あった。そのため計画の数値目標は同サイトの 17年度の利用件数をもとに、それ

を中期目標期間中にどこまで発展させるかの目標を設定したものである。

2.その後、 EICネットのように既に民間で展開が可能な状況となったものは民間

に委ねるべきとの議論から、平成 19年 12月24日に閣議決定された「独立行政

法人整理合理化計画j において、「平成 19年度中に、巨 ICネットについて国立

環境研究所としての情報提供業務を廃止するj とされた。

3.これを受けて国立環境研究所は平成 19年9月をもって巨 ICネットから撤退し、

EICネットに対して国立環境研究所が供給していた研究情報、技術情報などをベ

ースとした新たな環境情報の提供サイトとして「環境研究技術ポータルサイトjを

立ち上げ、平成22年度からはそれをさらに発展させた「環境展望台j を運営して

いる。

4.以上のように、この数値目標については、計画策定時に前提としていた EICネ

ツト事業から国立環境研究所が撤退し、計画期間中に新たな情報サイトをーから立

ち上げたという経緯を捨象して、 EICネットと現在の環境展望台とを比較をして

数値目標非達成と単純に記述していることに注意をお願いしたい。
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これらの経緯を整理して下図に示した。なお、新たに立ち上げた環境研究技術ポ

ータルサイトについて利用件数を見ると、平成22年度の利用件数は約 76万件で

あり、平成 19年度の約 25万件に比べて 3倍の件数となっている。

5. 

環境に関する総合的な情報の提供(利用件数の推移)
(中期目標に係る事業報告書 p11-13関係)
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(注)利用件数については、検索エンジンによる後械的な利用は除いてある。

。
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